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令和元年第５回占冠村議会定例会会議録（第１号） 

令和元年12月12日（木曜日） 

 

○議事日程 

  議長開会宣言（午前10時） 

  所管事項に関する委員会報告（議会運営委員会） 

日程第 １  会議録署名議員の指名について（６番・７番） 

日程第 ２  会期決定について 

  議長諸般報告 

  追悼演説・黙祷 

  総務産業常任委員長報告 

  教育行政報告 

  村長行政報告 

日程第 ３  一般質問 

日程第 ４ 認定第 １号 平成 30 年度占冠村一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第 ５ 議案第 １号 占冠村総合計画委員会設置条例を制定することについて 

日程第 ６ 議案第 ２号 占冠村むらびと条例検討委員会設置条例を制定することにつ

いて 

日程第 ７ 議案第 ３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備等に関する条例を制定することについて 

日程第 ８ 議案第 ４号 占冠村議会議員並に占冠村長選挙における選挙公報の発行に

関する条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第 ９ 議案第 ５号 占冠村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例を制定することについて 

日程第 10 議案第 ６号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正

する条例を制定することについて 

日程第 11 議案第 ７号 占冠村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについて 

日程第 12 議案第 ８号 占冠村職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制

定することについて 

日程第 13 議案第 ９号 職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改

正する条例を制定することについて 

日程第 14 議案第 10号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を制

定することについて 

日程第 15 議案第 11号 占冠村史編さん委員会設置条例等を廃止する条例を制定する

ことについて 
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日程第 16 議案第 12号 令和元年度占冠村一般会計補正予算（第３号） 

日程第 17 議案第 13号 令和元年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

日程第 18 議案第 14号 令和元年度村立診療所特別会計補正予算（第３号） 

日程第 19 議案第 15号 令和元年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第 20 議案第 16号 令和元年度占冠村介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

○出席議員（７人） 

  議長  ８番 相 川 繁 治 君  副議長  １番 大 谷 元 江 君 

      ２番 藤 岡 幸 次 君       ３番 五十嵐 正 雄 君 

５番 下 川 園 子 君       ６番 小 林   潤 君 

７番 児 玉 眞 澄 君 

 

○欠席議員（０人） 

 

○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  副 村 長 松 永 英 敬 

会 計 管 理 者 伊 藤 俊 幸  総 務 課 長 多 田 淳 史 

企 画 商 工 課 長 三 浦 康 幸  地 域 振 興 対 策 室 長 藤 田 尚 樹 

農 林 課 長 平 岡   卓  林 業 振 興 室 長 根 本   治 

建 設 課 長 小 林 昌 弘  住 民 課 長 小 尾 雅 彦 

福祉子育て支援課長 木 村 恭 美  ト マ ム 支 所 長 平 川 満 彦 

総 務 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕  職 員 厚 生 担 当 主 幹 森 田 梅 代 

財 務 担 当 主 幹 鈴 木 智 宏  税 務 担 当 主 幹 佐久間   敦 

企 画 担 当 係 長 佐々木 智 猛  商 工 観 光 担 当 係 長 橘   佳 則 

農 業 担 当 係 長 杉 岡 裕 二  林 業 振 興 室 主 幹 髙 桑   浩 

建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子  環 境 衛 生 担 当 主 幹 後 藤 義 和 

戸 籍 担 当 係 長 竹 内 清 孝  国 保 医 療 担 当 主 幹 上 島 早 苗 

保 健 予 防 担 当 主 幹 岡 本 叔 子  村立占冠診療所主幹 小 瀬 敏 広 

社 会 福 祉 担 当 主 幹 野 原 大 樹  介 護 担 当 主 幹 細 川 明 美 

子 育 て 支 援 室 主 幹 石 坂 勝 美    

（教育委員会）     

教 育 長 藤 本   武  教 育 次 長 合 田   幸 

学校教育兼総務担当主幹 松 永 真 里  社 会 教 育 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一 

（農業委員会）     

事 務 局 長 平 岡   卓    
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（選挙管理委員会）     

書 記 長 多 田 淳 史    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  監 査 委 員 児 玉 眞 澄 

事 務 局 長 岡 崎 至 可    

 

○出席事務局職員 

事 務 局 長 岡 崎 至 可  主 事 久 保 璃 華 
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開会 午前10時00分 

 

◎開会宣言 

○議長（相川繁治君） 皆さんおはようござ

います。ただいまの出席議員は７名です。定

足数に達しておりますので、これから令和元

年第５回占冠村議会定例会を開会します。 

 この際、当面の日程等について、議会運営

委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長、小林潤君。 

○議会運営委員長（小林 潤君） 12月４日

に開催しました議会運営委員会のご報告を申

し上げます。今期定例会における会期は、本

日12日から13日までの２日間といたします。

議事日程、日割等については、あらかじめお

手元に配布したとおりです。以上で報告を終

わります。 

 

◎開議宣告 

○議長（相川繁治君） これから、本日の会

議を開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（相川繁治君） 本日の議事日程は、

あらかじめ、お手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（相川繁治君） 日程第１、会議録署

名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則

第124条の規定により、議長において、６番、

小林潤君、７番、児玉眞澄君を指名します。 

 

◎日程第２ 会期決定について 

○議長（相川繁治君） 日程第２、会期の決

定の件を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から12月13日まで

の２日間としたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって会期は、本日から12月13日まで

の２日間と決定しました。 

 

◎諸般報告 

○議長（相川繁治君） これから諸般の報告

を行います。まず、はじめに、11月４日にご

逝去された山本議員に対し、謹んで哀悼の意

を表したいと思います。それでは、各委員会

の補充委員の報告をいたします。 

 占冠村議会委員会条例第６条第４項により、

占冠村議会運営委員に児玉眞澄君、占冠村議

会広報特別委員に下川園子君を11月25日にそ

れぞれ指名しましたので報告いたします。 

 同日、委員会を開催し、委員長・副委員長

の互選が行われ、議会運営委員会委員長に小

林潤君、副委員長に下川園子君が決定してお

ります。また、広報特別委員会委員長に藤岡

幸次君、副委員長に下川園子君が決定してお

りますのでご報告いたします。 

 その他の諸般の報告については、事務局長

より報告いたします。 

○事務局長（岡崎至可君） 審議資料の１ペ

ージをお願いいたします。１、今期定例会に

付議された案件は認定第１号から同意案第１

号までの18件です。２、議員提案による案件

は、選挙第１号から意見書案第11号の２件で

す。３、説明のため出席を要求したところ、

通知のあった者の職及び氏名は村長以下、記

載のとおりです。審議資料の２ページをお願

いいたします。４、令和元年第４回定例会以

降の議員の動向は、９月11日、広報特別委員

会①から記載のとおりです。審議資料の７ペ
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ージから８ページは令和元年度８月分の例月

出納検査結果です。審議資料の９ページから

10ページは令和元年度９月分の例月出納検査

結果です。審議資料の11ページから12ページ

は令和元年度10月分の例月出納検査結果です。

以上です。 

○議長（相川繁治君） これから11月４日に

ご逝去された山本議員に対し、同僚議員を代

表して大谷議員より追悼演説を行います。大

谷議員は演台にお進みください。 

○事務局長（岡崎至可君） 議員の皆様、ご

起立願います。また、村長ほか説明員の皆様、

及び傍聴にお越しの皆様もご協力お願いいた

します。故山本議員の議席のほうに向きなお

り願います。 

○議長（相川繁治君） 大谷議員。 

○１番（大谷元江君） 追悼の言葉。去る11

月４日午後５時15分ご逝去されました占冠村

議会議員、故山本敬介殿に心よりご冥福をお

祈りいたしますとともに、占冠村議会議員を

代表して追悼の言葉を申し上げます。 

返りみますれば、あなたは平成23年４月に

地域や仲間の信望を受け、本村議会議員に立

候補し見事に初当選の栄冠を勝ち取られ、自

ら起業した「日月社」を経営しながら、８年

６カ月の長きにわたり地方自治の振興、住民

福祉の向上のため、活躍をされました。あな

たはその間、議会広報特別委員長、議会選出

監査委員を経て、３期目の今年度では議会運

営委員長として数多くの重責を担われてきま

した。これもひとえにあなたの人間味溢れる

温厚なお人柄と、卓越した識見により議員と

の調和も図られてきた賜物です。 

 あなたの長年にわたる地方自治の大きなご

功績に対し、令和元年５月に上川町村等監査

委員協議会より表彰を受けるなど、多くのご

活躍とご功績は誠に顕著なものでございます。

８月末に体調を崩され入院しておりましたが、

面会時はとても明るく対応されており、元気

な姿で議場に来られる日をお待ちしていまし

た。４日の夕方、突然の訃報を知らされ大き

な衝撃を受けました。 

昨今の長寿社会の中であまりにも早くこの

世を去られ、ご遺族の皆様の気持ちを察する

とき、誠に痛恨の極みであります。占冠村の

前途には課題が山積していますが、あなたの

公共福祉に献身された尊いご遺志を継いで、

及ばずながら村の発展と社会のために尽くす

ことをお誓いするとともに、ご冥福をお祈り

し追悼の言葉といたします。令和元年12月12

日、占冠村議会議員、大谷元江。 

○事務局長（岡崎至可君） これより、故山

本敬介議員のご冥福を祈り、黙祷をささげま

す。黙祷。 

（黙祷） 

○事務局長（岡崎至可君） お直りください。

ご着席願います。 

○議長（相川繁治君） 次に議長に提出され

た総務産業常任委員会の報告書について説明

を求めます。 

総務産業常任委員長、五十嵐正雄君。 

○総務産業常任委員長（五十嵐正雄君） 所

管事務調査に関する調査報告について。この

ことについて、次のとおり事務調査を実施し

たので報告する。 

記、１、調査期日。令和元年 10月 30日。 

２、調査事項。占冠村小規模多機能型居宅

介護施設利用状況調査。交流促進施設双民

館・占冠地域交流館・占冠村物産館利用状況

調査。 

３、調査経過。調査にあたっては、村長ほ

か、各担当者の同行により、現地説明を受け

ながら実施した。 

４、内容。占冠村小規模多機能型居宅介護
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施設利用状況調査。住民のニーズに沿ってお

り、施設の機能も充実している。利用希望者

の要望に限りなく応える対応をしていた。同

居家族の負担軽減を図る等、住民の福祉向上

に寄与した施設であるが、介護認定にとらわ

れず施設を利用できる場合もあるため、周知

の意味でも、広い世代への見学会や説明会を

開催する等の工夫が必要である。 

交流促進施設双民館・占冠地域交流館・占

冠村物産館利用状況調査。双民館・占冠地域

交流館は、地域交流の場のほか、体験型観光

の拠点となりうる設備もあるので、村内宿泊

施設（民間業）との協力を進め、自然に触れ

たい観光客の希望に沿った施設運営も検討い

ただきたい。双民館の研修設備は適切に利用

されていた。ただし、利用頻度が少ないため、

広く村民に利用できるよう工夫し、利用度向

上に努められたい。物産館の利用人数は、過

去５年平均で年間約４万２千人となっており、

１階店舗閉店後の影響はみられなかったが、

道の駅と比較しても商売をする上では厳しい

利用人数と推量する。民間事務所として利用

検討しているとの事であるが、空きスペース

の利用については、条例上適切であるか、商

業等への影響がないか等、慎重に検討願いた

い。各地区の貴重な資料が数多く保管されて

いた。ただ、重複している資料も多く存在し

ていた。各資料館の保管リストはあると思う

が、共通リストを作成する等検討願いたい。

展示物については、海外や道外の物（貴重で

はあると思うが）もあったが、 占冠村の歴

史資料を整理して説明を加えることや、パネ

ル展示の工夫（昔と現在の比較をする等）も

必要である。また、テーマに沿った展示方法

や魅力ある資料館になるよう、各種専門家の

意見も取り入れる等、ご検討いただきたい。

施設ごとの資料が多いこと、また、それぞれ

の地区の歴史を感じさせるものになっている

ため、１ヶ所にまとめて展示することは、現

段階では困難な状況といえるが、将来に向け

ての課題として検討願いたい。双民館・占冠

地域交流館は予約等すれば見学できるが、常

時自由に出入りできない施設となっている。

費用面、防犯面の関係もあるかと思うが、地

域振興、教育効果等を考慮し今後の事業展開

に期待する。 

５、調査の継続。委員会での調査の結果は

上記のとおりであるが、今後も引き続き調査

を行うものと決定した。以上、報告します。 

○議長（相川繁治君） 次に、議長に提出さ

れた教育行政報告について説明を求めます。 

教育長、藤本武君。 

○教育長（藤本 武君） 議長のお許しをい

ただきましたので、教育行政報告をさせてい

ただきます。平成30年度教育に関する事務の

管理及び執行状況の点検及び評価についてで

ございます。この件につきましては、去る11

月25日に開催されました議会総務産業常任委

員会において、報告書としてまとめ、報告さ

せていただきました。また、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第26条第１項の規

定に基づき、11月20日付にて占冠村議会に提

出いたしております。報告は以上のとおりで

ございます。 

○議長（相川繁治君） これで諸般の報告を

終わります。 

 

◎村長行政報告 

○議長（相川繁治君） 村長から行政報告の

ための発言を求められておりますので、その

発言を許可します。 

 村長。 

○村長（田中正治君） 議長のお許しがあり

ましたので行政報告をさせていただきます。
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審議資料の４ページになります。まず、１の

報告事項でありますが、７件についてご報告

させていただきます。本日配布の行政報告を

ご覧いただきたいと思います。 

行政報告。（１）占冠地域森林整備推進協

定に基づく取組内容について。本年７月、本

村と上川南部森林管理署の間で締結をいたし

ました「占冠地域森林整備推進協定」につき

まして、これまでの取組内容をご報告いたし

ます。 

本年10月には、村有地内に上川南部森林管

理署と連携した共同土場を整備し、国有林材

と村有林材の集積活用を始めました。村有林

材につきましては、これまで延べ80㎥程度を

集積し、村有林材のＰＲや木材資源の安定供

給を図ったほか、今後におきましては、村内

事業体の素材仕分け技術の向上等に資するこ

とを目的として、素材品等格付け勉強会等の

開催を予定しております。 

また、本年11月14日には、村内事業体の林

業技術の育成や、新たな雇用の場の創出、村

有林資源の有効活用等を目的として、村有林

内において「天然林モデル施業勉強会」を開

催いたしました。本勉強会には、造材部門の

村内林業事業体職員や上川南部森林管理署職

員、本村農林課林業振興室職員を含め11名が

参加し、老齢過熟木の選木調査や天然更新木

の確認、伐倒技術の向上に資する意見交換等

を行っております。 

今後におきましても、本森林整備推進協定

の効果的な活用を図り、本村における林業振

興を一層促進してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解とご協力を賜りますようお願

いいたします。 

（２）令和元年度占冠村防災訓練について。

９月28日、訓練により村民の経験値を高め、

関係機関との連携強化、自助・共助による地

域防災力の向上を図ることを目的に令和元年

度の防災訓練を実施いたしました。訓練には、

村民34名のほか、協力機関として、占冠村社

会福祉協議会、富良野消防署占冠支署、占冠

消防団、日赤占冠奉仕団、富良野警察署占冠

駐在所など83名、合計117名が参加しました。 

内容としては、村職員によるタイムライン

に沿った災害対策本部訓練を実施しながら、

住民の避難訓練を行いました。避難所におい

ては、段ボールベッドの組み立て体験などの

体験コーナーを設け、日赤占冠奉仕団による

炊き出し訓練も実施いたしました。 

本年は大雨災害を想定した訓練でしたが、

職員間の情報伝達の方法、避難所における設

備、物資の充実など、検証、検討を行いなが

ら、今後の防災力の強化に努めてまいります。 

また、洪水ハザードマップの改定につきま

しては、防災ハンドブックと合わせて改定作

業を行っており、来年４月の配布を予定して

おります。 

（３）トマム駐在所設置要望について。11

月11日、佐藤上川総合振興局長及び田中北海

道警察富良野警察署長を訪問し、トマム駐在

所の設置要望を行ってまいりました。まず、

上川総合振興局を訪問し、佐藤局長、今井副

局長らに要望書の内容について説明の上、北

海道知事への要望書を手渡しました。その後、

北海道警察富良野警察署を訪問し、田中署長

に要望の内容を説明の上、北海道警察本部長、

北海道警察旭川方面本部長への要望書を手渡

しました。 

要望にあたっては、トマム駐在所の設置は

議会及び地域の願いであり、地元有志の駐在

所用地の無償提供もいただいていることなど

について説明しました。上川総合振興局長か

らは、旭川方面本部長に対しても要望を伝え、

より実現可能な方向性を示しながら、地元の
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要望に応えてまいりたい旨の回答をいただい

ております。 

地方を取り巻く財政状況が厳しさを増す中、

トマム駐在所の設置も一朝一夕ではかなわな

い課題であるとは認識しておりますが、これ

からも粘り強く要望を続けてまいります。 

（４）住民懇談会の開催について。11月14

日から11月21日の間において、村内６会場で

住民懇談会を開催し、合計で33名の皆様にご

参加いただきました。住民懇談会は、村長と

住民の皆様がひざを交えて地域の課題や将来

のあり方について話し合う貴重な機会でござ

います。また、今回の懇談会では、全ての会

場で集落対策の見直しについてもご説明し、

ご意見等をいただきました。 

今回いただいたご質問や、普段なかなか気

づくことができない地域特有の課題、各種の

要望など、すぐに対応できるものについては

速やかに改善し、予算措置が必要なものにつ

いては新年度予算に計上するなど、より良い

村づくりのための施策につなげてまいりたい

と考えております。 

（５）ふらの哺育・育成センター整備に関

する確認書の締結について。11月22日付けで、

富良野広域連合、ふらの農業協同組合、株式

会社ふらの哺育育成センターの三者により

「ふらの哺育・育成センター整備に関する確

認書」を締結しました。 

この間、ふらの哺育・育成センターの整備

に向けて、富良野広域連合、ふらの農業協同

組合、ふらの農協酪農部会は、平成28年７月

21日付けで締結された「（仮称）ふらの哺

育・育成センター整備に関する確認書」に基

づき協議を進めてきたところです。確認書で

は、「運営会社が設立された後、再度確認書

を取り交わす事とする。」とされていたこと

から、今般、哺育・育成センターの運営主体

として株式会社ふらの哺育育成センターが設

立されたことに伴い、新たな確認書を富良野

広域連合、ふらの農業協同組合、株式会社ふ

らの哺育育成センターの三者で取り交わした

ものです。 

内容としては、旧確認書を基本に、整備を

する施設の範囲、センターの管理運営形態、

整備費及び運営費等の負担、債務及び役割等

について記載し、引き続き三者合意のうえ協

議を進めることを確認しております。今後も

関係市町村・関係機関と連携を図りながら、

ふらの地域の酪農振興に努めてまいります。 

（６）北海道179市町村応援大使2020につ

いて。11月24日に札幌ドームで行われた「フ

ァンフェスティバル2019北海道179市町村応

援大使2020抽選会」において、鶴岡慎也選手、

堀瑞輝選手が2020シーズンの占冠村応援大使

に就任することが決定しました。北海道179

市町村応援大使は、北海道日本ハムファイタ

ーズが北海道179市町村を応援するプロジェ

クトです。12月11日には球団職員が占冠村を

訪問され、記念品の贈呈・事業内容の説明な

どを受けました。 

今後、実行委員会等を立ち上げるとともに、

鶴岡・堀両選手を広報紙やホームページ等に

起用し、各種のイベントを企画実施しながら

広く占冠村のＰＲやスポーツ振興に努めてま

いります。 

（７）占冠保育所建設工事の進捗状況につ

いて。占冠保育所建設工事の進捗状況につい

ては、２週に一度工事業者、監理者、村で打

合せを行いながら、概ね計画どおりに進んで

おります。令和２年３月10日に工事が完成し、

備品の搬入を３月20日までに完了、内覧会を

令和２年３月28日と29日の２日間で行う予定

でございます。 

開所式につきましては、入園式と同日の令
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和２年４月３日午前９時からを予定しており、

新年度からは、新しい保育所での保育をスタ

ートできる見通しでございます。 

子どもたちが生き生きと活動し健やかに成

長することができる施設として、そして、村

民の皆様にとっても親しみのある温かなふれ

あいの場となることを期待するものでござい

ます。 

 次に、２の主な用務について報告をさせて

いただきます。９月12日以降、６ページまで

記載しておりますが、記載のとおりとなって

おります。６ページの３、入札でございます

が、６件について執行しております。行政報

告につきましては以上です。 

○議長（相川繁治君） これで行政報告は終

わりました。しばらく休憩します。 

休憩 午前10時35分 

再開 午前10時38分 

○議長（相川繁治君） 清流大学の皆さんご

苦労様です。休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 

◎日程第３ 一般質問 

○議長（相川繁治君） 日程第３、一般質問

を行います。順番に発言を許します。 

１番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 議長のお許しを得ま

したので、一般質問をさせていただきます。

質問は、２点ほどございます。質問１、交通

体系について伺います。最近は、高齢者の運

転免許返納者が増加しております。占冠村も

例外ではございません。今後も増加していく

ことだろうと思います。このような方々に対

しての対応策をどう考えているのか、まずは

村長に伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 大谷議員のご質問に

お答えをいたします。まず、村内における免

許返納者の対応についてというご質問でござ

いました。現在、村内において免許証を返納

される高齢者の方が増えているというお話を

伺っておりまして、関係機関に村内の免許返

納者数についての情報提供を依頼したところ、

今年は11月末現在で２名とのことでございま

す。現状におきましては、村内にあるさまざ

まな交通機関、交通体系の中でご利用をいた

だきながら対応しているという現状かと考え

ております。以上です。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 今のところは２名と

いうことでございますが、高齢化は進んでお

りますので、増加することは間違いないこと

と存じます。３点ほど細かく質問したいと思

います。 

巡回バスの経路がございますが、現在は地

区が限定されております。双珠別地区、占冠

地区については、予約型だと聞いております

が、予約しないと回ってこないという不便さ

を感じますので、この範囲を広げることはで

きないのか伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 巡回バスにつきまし

ては、週２回の運行で火曜日が午後、木曜日

が午前でございます。運行経路は旧占冠住民

センターから占冠診療所、それから宮下旧診

療所前から占冠診療所、役場前から占冠診療

所、それと湯の沢行き、長生会開催時の運行

となっておりまして、運行経路以外で乗車希

望の方もご連絡いただければ乗車可能となっ

てございます。運行に際しましては、利用者

のニーズに合わせ、占冠第２方面についても

柔軟に対応してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 
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○１番（大谷元江君） 今のお答えですと、

予約型を変更する気持ちはないということの

ようですが、それでは人口減に拍車をかける

ことになると思うんですね、地区的に。なの

で、この週２回のところを３回とか、空便に

なるかもしれませんけれども、もう少し広範

囲にできないのか伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 巡回バス等の増便に

ついてのご質問かと思いますけれども、村内

の公共交通機関の状況といたしましては、村

営バス、それからむらびと交通の村内運行、

日高バス、それと巡回バス、その他に過疎地

有償運送と合計で５種類の公共交通が運行さ

れています。 

これらの交通機関を有効にご利用いただき

たいと思いますので、巡回バスは現行の運行

体制を継続して、要望に答える停車位置、そ

れからドアツードアというか、玄関で乗れる

ような方向で体制を整えてまいりたいと考え

ているところでございます。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 現状維持でというこ

とでございますが、今、村長の言葉の中に日

高バスということも出ました。この日高バス

との連携というか、高齢者の利用料金の助成

をすることができるのか伺いたいと思います。 

日高バスの担当者に確認しましたところ、

村内では70歳以上の方ですとバスは無料と聞

いております。日高バスを利用するというこ

とは、駅から役場までで90円、宮下に行きま

すと100円の料金が発生しております。これ

に関して半額補助なり、全額補助なりという

ことを検討していただきたいと思います。そ

うすればもっと利用度が増して住民には交通

の便が良くなるのではないかと思いますがい

かがでしょうか、伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 日高バスの関係での

ご質問ですが、日高バスにつきましては、日

高総合支所から占冠駅前まで１日６便運行さ

れ、村民も利用しているという状況でござい

ます。 

日高バスとの連携で、高齢者の利用料金助

成が可能かとのご質問でございますけれども、

日高バス占冠線の利用者数を伺ったところ、

平成28年度で年間1773名、平成29年が年間

1835名、平成30年度1817名で、１日平均５名

弱と伺っております。全利用者でも１日５名

弱の利用に留まっておりますので、占冠村民

の利用は今のところごく限られたものと推察

をしております。しかし、今後におきまして

は、ご指摘のとおり、免許返納者による高齢

者等の利用も増加するものと考えられますの

で、日高町とも連絡を密にしながら、実態の

把握に努めてまいりたいと考えております。 

また、バス料金につきましては双珠別分岐

から占冠駅前までが片道240円、営林署から

占冠駅前まで片道110円、役場から占冠駅前

まで90円でありまして、現状、高負担となっ

ていない状況であると考えておりますので、

助成につきましては今のところ考えておりま

せん。以上です。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 日高バスの関係に関

しては、今のところ助成は考えられないとい

うことですが、今後ますます高齢者が増える

という意味で、今後も検討していただけるよ

うお願いしたいと思います。 

それともう１点、巡回バスなんですが、村

内トマム地区にも走っているかと思いますけ

れども、トマムの方の利用がやっぱり不便だ

というお話を昨今聞いております。 

○議長（相川繁治君） 大谷議員に注意しま
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す。後ほどトマム関係については、下川議員

から通告書が出ているので、そこは控えてい

ただきたい。そういうふうに思います。 

○１番（大谷元江君） 下川議員とも調整さ

せていただきましたけれども、トマムでも検

討していただきたいということを聞いており

ましたので、そこは下川議員に譲ります。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 日高バスの件で、現

状、助成については考えていないということ

をお答えしました。現在、双珠別、宮下、本

通、千歳の各行政区在住の高齢者のうち、占

冠村訪問員派遣事業、それから保健福祉事業

等を利用している30名程度を対象に、日高バ

スの利用状況について聞き取り調査を行うと

いうことで、利用実態調査をやる中でどうい

った方策があるのかも含めて検討することと

して庁内で打ち合わせを行っておりますので、

付け加えさせていただきます。以上です。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） では、質問２に移ら

せていただきます。ＪＡふらの占冠出張所金

融部門の統廃合について村長にお伺いいたし

ます。ＪＡふらの占冠出張所金融部門は、令

和３年２月末で統廃合されることとなってい

るようです。そこで占冠村は統廃合反対の署

名運動を今年の春に行いました。令和２年度

に開催される総代会において、結果が出ると

いうことで伺っておりますが、それまでの間

どのように取り組まれていくのかお伺いした

いと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） ＪＡふらの占冠出張

所の統廃合の件についてお答えをしたいと思

います。ＪＡふらの占冠出張所金融店舗の統

廃合につきましては、昨年11月26日、ふらの

農業協同組合代表理事組合長より令和３年２

月末で金融共済部門を南富良野支所に統合す

る中期計画を進めたいとの説明がありました。

具体的に申しますと、占冠出張所の窓口は廃

止をして、ＡＴＭも未設置、スタンド、資材

は従来どおり行うという内容でございました。 

これを受けて、平成30年12月14日の全員協

議会におきまして、議会議員の皆様に内容を

説明すると共に、翌年２月12日から15日にか

けて本村農業団体、それから農業関係者とも

意見交換を行ってきたところでございます。

その中で、統廃合による農協機能の縮減に不

安を感じるなどの思いがあり、存続に向けて

村にも協力して欲しい旨の意見があったこと

から、各農業団体が主体的に取り組まれたふ

らの農協占冠出張所存続を求める署名に村と

しても賛同をし、占冠出張所存続要望書をふ

らの農協組合長へ提出することといたしまし

た。 

４月５日に占冠出張所の存続を求めた246

筆に及ぶ署名と、存続要望書をふらの農協組

合長に手交しまして、関係者及び地域の思い

を伝え、組合長からは現状を維持することは

難しいが、今後のあり方なども協議をして、

合理的な方向性を探していく旨の回答を受け

たところでございます。 

本年、11月29日に農協の組合員を対象とし

た農協の地域懇談会が開催されたことから、

その内容について関係者に聞き取りを行いま

した。懇談会の中では、組合員の求めによっ

て示すとされていた占冠出張所の経営にかか

る具体的な数字、赤字の内容や具体的な対応

などが示されなかったことから、村としても

関係団体、関係者と連携を図りながら統合に

よる影響と、その対策について意見反映をし

ていきたいと考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） １番、大谷元江君。 

○１番（大谷元江君） 組合員のみと村との
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話し合いというか、ふらの農協との三者の話

し合いだけで済んでいるような気がするんで

すが、占冠村には准組合員というか、農協金

融機関を利用されている方がたくさんいるか

と思います。ましてや、村の指定金融機関と

いうことも聞いておりますが、それを押して

もなおかつ統廃合ということのようですが、

農協の金融機関を利用されている方への説明

が一切なされてないということで、これも個

人的に聞けばよろしいのかと思いますけれど

も、村として利用している方たちのために説

明会を催していただくように要請していただ

けないか。これを含めて今後の取り組みをお

伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 准組合員の取扱いに

ついてでありますけれども、先ほどご説明し

ました11月29日の農協組合員との地域懇談会

におきましても、金融、共済については准組

合員の利用も多く、準組合員からも何ら説明

がないとの不満が上がっているという旨は伝

えております。これらについてもはっきりし

た回答が示されておりませんので、再度要請

をしてまいりたいと思っております。以上で

す。 

○議長（相川繁治君） 次に、２番、藤岡幸

次君。 

○２番（藤岡幸次君） それではさっそく質

問させていただきます。２点ほど村長に質問

させていただきます。まず１点目ですが、占

冠中学校の避難所設備と体調不良者に対する

備えについてということです。 

今年１年を振り返りますと、台風15号をは

じめ連続した大型台風と熱帯低気圧により、

本州を中心に多くの方々が亡くなり、また、

避難所での生活を余儀なくされました。幸い

今回の台風、熱帯低気圧においては、北海道

には目立った被害を受けませんでした。しか

しながら、自然災害は占冠にいつ起こっても

おかしくないというのが現状かと思います。

そういった現状の中で、どう備えるかが重要

なことと思われます。 

そこで、多数避難者が想定される占冠中学

校はスペースが狭く、多目的トイレが一つも

ない。また、赤ちゃんを抱えたお母さん、車

椅子等の利用者の方においては大変不便をき

たすだろうと。また、避難生活をする中で、

高齢の方も含めていろいろな精神的な苦痛も

あるでしょうから、体調を崩される方も発生

することが想定され、そういった中でどうい

った対応策を考えていくのか伺いたいと思い

ます。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 藤岡議員のご質問に

お答えをいたします。占冠中学校の避難所設

備と避難者の体調不良対策ということでござ

います。占冠中学校のトイレの問題でござい

ますが、現在、校内には生徒用、職員用のト

イレが３カ所設置されております。議員のご

指摘のとおり、多目的トイレの機能は持ち合

わせておりません。災害時には、上下水道の

途絶が考えられることから、仮設トイレの使

用が有効と思われますので、設備が整うまで

の間は仮設トイレで対応してまいりたいと思

っております。また、多目的トイレの必要性

は私も議員同様に認識しておりますので、新

年度に検討してまいりたいと考えております。 

また、避難所内での体調不良者に対する備

えでありますが、体調不良を発症する時間、

原因などはさまざまでありますので、避難者

ご自身の服薬管理や、予防対策について平時

から啓発を行うと共に、避難所においては救

護所を設置し、医師を含めた診療所職員及び

保健師と連携しながら対応してまいりたいと
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思っております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 続いて、２番目の質

問にまいります。ふるさと納税の現状と今後

の取り組みについてです。 

本村におけるふるさと納税寄付金額は、平

成27年度の導入当初1424万円、翌年28年度

1912万円、29年度1383万５千円、30年度1036

万円と年々減少傾向にあります。その原因は

返礼品の内容にあるかと思われます。今後、

新しい返礼品の開発が必要と思われますが、

村長の考えを伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） ふるさと納税の現状

についてのご質問でございます。占冠村のふ

るさと納税の総額が減少傾向にあるのは、全

国的にふるさと納税を積極的に実施する市町

村が増加し、それに伴い、返礼品の種類も増

加したことなどが主な要因であると考えてお

ります。 

また、占冠村では先駆的なインターネット

を活用したふるさと納税を推進してまいりま

したが、近年は多くの市町村がふるさとチョ

イス等ネットショッピング感覚でふるさと納

税を行えるシステムを利用するようになりま

した。それに併せて、村でも返礼品の増加に

努めておりまして、現在、メープルシロップ

はもちろん、占冠産ゆり根、占冠産はちみつ

セットやエゾシカ肉など19種類のメニューを

用意しております。 

返礼品に関し、原材料の主要な部分が当該

地方公共団体内で、つまり占冠村で生産され

ているものでなければならないとの規制があ

りまして、厳しい基準が導入されてきており

ますが、こういったことも含めて、これから

ふるさと納税に関する法令等を遵守しながら、

より魅力あるメニューを検討してまいりたい

と考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 今、村長のお話から、

担当の方も含め部署、それぞれ法の枠内とい

うことでご苦労されていると、お話の内容に

ついては理解させていただきました。 

そこでなんですが、私は目標金額を１億、

まずは打ち立てるべきかと思います。最終的

にはもっと目指すべきだと思いますが、当面

は１億と。中身についてなんですが、取り組

みは多分いっぺんにはいろいろできないのか

なと。まず、第一段階としては、現在あるも

のの見直し、強化。特に食品になるのかなと。

第二段階においては、食品以外の占冠ならで

はの手作り品ということ。第三段階では、ア

ルコール等も含めた飲み物と、この三段階を

取り組むべきと思います。 

いっぺんに申し上げても混乱しますので、

今回については第一段の取り組みというとこ

ろになりますけれども、今は19品目というよ

うな村長のお話もありますが、占冠村のホー

ムページ等を拝見する中では、例えば、この

時期になると非常にさみしい中身になってし

まっていると。いろいろな近隣の自治体等を、

全国も含めて見ますと、全国といって広げ過

ぎないで、北海道ということでも結構なんで

すけれども、かなりの品目があって、競争と

いう観点で見たときには、どうしても弱いか

なと。占冠は山間地ですから海の幸を抱えた

ところのような魅力的な品揃えにはちょっと

見映え劣りするのかなというところがありま

す。しかしながら、陸でもそれぞれ知恵を出

して取り組んでいるところもあります。成功

例は遠慮なしに、特許があるわけじゃないで

すからどんどん学び、その中で占冠のものを

色だしできていければと思います。 

具体的には、ウインナー、チーズ、アイス
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クリーム、みそ、シカ肉という話も先ほど出

ましたが、シカサラミと。こんなものは多分、

すぐにいけるのかなと。すぐはちょっと横柄

ですけれども、それなりのパッケージのもの

も必要になりますけれども、しかしながらこ

れらの素材は既に占冠にある。設備はどうな

のかというと、規模は大きくはないんだけれ

ども、双民館にはアイスクリームを作る機械、

みそを作る設備、チーズ、ほとんどあります。

大量のものを作るような設備ではないという

だけのことで、しかしながら冷凍等の保存の

ものも考えてみた時に、とてつもない人気が

出ちゃったときはまた別なんですけれども、

当面はそんな大量にいきなり作る必要はない

だろうと。まずはあるものを活用し、返礼品

というところに限定して活用すればこれはま

ずいけるんじゃないかなと。 

それから、今既に返礼品の品目に入ってお

りますけれども、これはちょっと二つ目の話

しですけれども、返礼品のメープルシロップ

はなかなか魅力的な品物であり、賞もいただ

いたりしたものです。しかしながら残念なこ

とに、今の占冠の生産能力においてどれだけ

の量を用意できるのかという問題があり、ま

た、返礼品だけに使えないという一方で、量

は限定されている。返礼品だけに全て投入す

るわけにもいかないと。いろいろな方面で占

冠というものを売り出していくという中で、

ご苦労されているんだろうなと思います。 

私は思うんだけれども、もうちょっと小さ

いパッケージを考え、既製のあんなオリジナ

ルの高級品を使わなくてもいいと思うんです。

占冠村には陶芸文化が既に根付いており、当

然陶芸の方々の協力を得なきゃならないんだ

けれども、もうちょっと少ない量で、占冠独

自のパッケージにし、その小さい少量の物を

使い終わったときにごみ箱にいくんじゃなく

て、これをちょっと小さな一輪差しに使いた

いよねと、例えばですよ。これは置物に可愛

いわねというようなものを、ちょっと皆さん

のお知恵をね、私はあまりそういう才能はな

いんですけれども、うちの村の中の陶芸の

方々はかなり歴史も持ち、なかなかセンスも

持っておられると聞いておりますので、そう

いった方々の協力を得てやるならば多分容器

代についても、また、占冠村の方々の多くの

方々の活躍もいただけるというところで、十

分に取り組める可能性もあるだろうし、自分

たちの手を掛けたものがそういった宣伝と共

に、いろいろな方々に満足いただけてという

ところに行きつけたならば、これは最高かな

と。ですからまずはそういった目標を掲げて、

取り組まれてはいかがと思いますがどうでし

ょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） ふるさと納税の返礼

品の魅力化ということでのお話かというふう

に思っております。この地場産品につきまし

ては、はっきり申し上げまして全国競争なん

ですね。良いもの、美味しいもの等のやはり

一定の実際に試してよかったなという評価を

得たものについては生き残れる。つまり、リ

ピーターがあるということだと思います。そ

ういった意味では、どこでも作っていてそれ

以上のものの味、あるいは評価を得るものを

作るということが大変なんだろうと考えてい

ます。 

議員の言われるように、目標値を定めてそ

ういった開発を進めたらどうだということで

ございますので、ある意味いろいろな人のア

イディアをいただきながら、商品作りはやっ

ているところでございますけれども、なかな

かこの競争に勝つだけの商品が揃わないとい

う現状だと思います。現状で先ほど19品目と
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言いましたけれども、最近は占冠メロンも全

国各地で作るものですから、始めた当初から

見ると大幅に減ってきていると。やはりどこ

でも作っているとそういった競争があるとい

うようなことだと思うんですね。今年の夏を

みますと、とうもろこしあたりが少し増加を

している。そういった市場というかニーズに

合ったものを少し勉強したらいいのかなとは

思っております。 

最近はリゾートのシーズン券、リフトの。

これが一番多くなっております。その地域で

の競争になりますので、そういった他に負け

ない商品開発ができて、ふるさと納税に耐え

うる環境をどう作るかが課題でありまして、

そういったことを十分に考えながら、ふるさ

と納税の１億円はなかなか難しいかと思いま

すけれども、目指してそういったことを取り

進めたいと思います。以上です。 

○議長（相川繁治君） ２番、藤岡幸次君。 

○２番（藤岡幸次君） 当初１億ということ

で掲げてはどうかということで、実は私、抑

え気味に言いました。本当なら３億って言い

たかったんですが、いきなり1000万から３億

行けるのかという話になるので、抑えて１億

というお話したんですが、なぜ１億と言って

いるかというと、１億の寄附をいただいた時

に当然、返礼品には最低でもほぼ30％ですか、

3000万の返礼品はみなきゃいけない。また、

広告、宣伝、材料費等々みればまた3000万と。

それで１億といっても残るのは4000万だと。 

やっぱり占冠の財源と各自治体の財源を強

化、活性化しようというところから始まって

いるわけですから、ぜひその制度は生かして

もらって、どんどん言葉悪いですけれども、

金を集めると。集めるだけじゃなくて宣伝と、

また満足もいただいてもっともっとファンに

なってもらう。今の村長のお話のように、し

かしながら当初は1900万のときもあったとい

うことですから、そういったいろいろな品目

を出し、少し上りのときもあるんだけれども、

あっという間に当然競争が出てくる。ですか

ら立ち止まるわけにはいかないということで、

ここでもう１回申し上げたい。 

占冠の強みはリフトシーズン券ですか、相

当高額な寄附いただける品物かなと考えます

ので、このベースがある間に次の手、二の手、

三の矢を打っていかないとこの制度そのもの

が台無し、もったいないことになるなと。よ

そにないものを既に持っているわけだから、

これをベースにして次の手を早急に。 

先ほども申し上げた食品の品目等について

も、それほど難しいことではないし、例えば

アイスクリームならアイスクリームだけの単

体で出すんじゃなくて、そこは皆さんのいろ

いろな知恵を出しながらどういうパッケージ

でお渡しするのが魅力的なのか、パッケージ

一つで物っていうのは全然変わって見える。

例えばですけれども、しむかっぴーという一

つのキャラクターがいて、そのおまけが付い

ていたりというようなことも一つの案として

あるし、いろいろなやり方があると思うんで

す。担当者には一生懸命やっていただいてい

るわけですから、また、村の人たちにも村民

憲章にありますように、生産性を高め活気あ

る社会を作りましょうと大きく掲げられてい

ます。まさにこれに向かって取組みをお願い

したいと思います。考えを最後にお伺いした

いと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） ふるさと納税につき

まして、いろいろなアイディア、それからご

提言をいただいたと思っております。そうい

った意味では、このふるさと納税制度をどう

生かして村の財政に貢献できるのかというこ
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とを含めて、担当者、それから生産者、村内

事業者等といろいろと試行錯誤しながら、少

しでもこれらがふるさと納税に活用できる商

品作りに、今後は努力してまいりたいと思い

ますのでご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（相川繁治君） 次に、３番、五十嵐

正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 議長の許しを得ま

したので、何点かに渡って質問をいたします。

まず、質問一つ目は、住民の理解を得たトマ

ム地区公園整備をということです。トマム地

区の住民の要望を受けて、平成28年度当初予

算で測量設計委託料を計上しましたが、住民

の議論が不足しているということで、再度住

民の意見が反映された計画を策定するべきと

いうことで、議会の中でもかなり議論されて

差し戻しという形になりました。９月の定例

議会で住民の意見が反映された基本計画を策

定すべく129万円を計上し、予算の組み替え

を行いました。基本計画は、３回のワークシ

ョップでの住民の意見をもとに策定されてお

り、住民参加・活動による整備や管理等が議

論されてきました。 

平成28年度以降、３つのエリア、「ミナ・

トマムエリア」とか「幼児遊園エリア」、「森

エリア」に分けて、それぞれの特性を生かし

た公園整備が進められ、令和元年までに約

652万円、この他に公園整備区域の中で敷地

内にあった危険木等の処理で29万９千円、約

30万円、合わせて682万円がこの間使われて

おります。今後も遊歩道の整備とか、幼児遊

園エリア整備、それから駐車場の整備等が必

要と思われます。森エリアには、既に一部遊

具等も設置され住民が利用されているという

状況にあります。 

村長に伺いたいのは、まず一つ目として、

今後も公園整備が必要だと思いますが、村民

やトマム地区住民の理解と支援をいただくた

めには、公園整備の見通しと必要予算を明ら

かにすることが必要だと考えます。今後どの

ように進めていくのか、村長の考えをまず伺

います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 五十嵐議員のご質問

にお答えをいたします。トマム地区の公園整

備についてでございます。トマム地区の公園

に関しましては、昨年12月第４回定例会、そ

れから今年６月の第３回定例会での一般質問、

あるいは本年度の予算特別委員会でもご質問

をいただきました。その中でも公園整備の見

通しと予算の関係が触れられております。そ

のご質問に対しましては、この公園は住民の

方々のお話を聞き、協力を得ながら一緒に作

り上げていく公園であること、あるいは複数

年度で整備していく旨の回答をさせていただ

いております。 

本年度はミナ・トマム周りの路盤整備工事

の他に、公園内で開催されました北海道大学

に委託しているトマム地区子育て世帯移住促

進事業、森のようちえん体験会やトマムで自

然遊び会に参加すると共に、トマム支所の主

催でトマム地区公園ワークショップを開催し

ており、住民の方々からは具体的なお話を聞

かせていただきました。そのワークショップ

の際には、ロープを利用した遊具も作成され

ております。 

このように、基本計画の考え方を持ちなが

ら住民の皆様の協力を得て作り込んでいく公

園ですので、現状ではどうしても長期間での

見通しを立てることは難しくなっております。

今後、ワークショップなどを通してもう少し

先を見据えた検討を行い、ある程度の予算の

規模を把握しながらみんなで作り上げる公園



 17 / 53 

として進めていきたいと考えております。以

上です。 

○議長（相川繁治君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 確かに、この公園

整備にあたって議会で当初、予算に出ていた

ものは認められないと、もっと住民参加によ

って、住民の意見が反映された計画を作って

公園整備を進めるべきだということで差し戻

しという形になったと思います。その後、ワ

ークショップ等が開かれて、ここまで公園整

備がされてきているし、現地を見てもいろい

ろな住民の声が反映されているなということ

は、現地を見た段階でよく分かるような取り

組みがされていると思っています。 

これらの公園整備がそういったことで今後

も進めて行くということになれば、確かに住

民参加でやっていくこと、そのことは今まで

うちの村で取り組んできたいろいろな事業の

中では新しい取り組み方であり、また、同じ

お金を使っていく中でも、住民がこの活動に

参加する中で公園が整備されてくるというこ

とでは、今までうちの村になかった活動とい

うか、事業の進め方だと思っています。これ

については大変良いことだとは思うわけです

けれども、問題はこういったことが取り組ま

れていることが地域や村民の中で十分に理解

されているかどうかと、このへんが大きな問

題だと思っています。 

せっかく住民の人たちが参加して取り組ま

れているこの公園整備で、地域の人たちから

いつまでそんなことやっているんだとか、そ

ういった声が出てくることは大変残念だと思

います。そういった声が出ざるを得ないよう

な状況がやっぱりあるのではないかというふ

うに思っています。それは、この公園に取り

組むにあたって、やっている人たちや、やっ

ていることはとても良いことなんですけれど

も、このことが住民の中にきちんと報告され

ていて、そしてまた参加できるような体制を

作っていくということが、残念ながら少ない

ということだろうと思っています。 

今後も基本計画を作成して取り組んでいく

ということですから、少なくとも取組みの経

過を住民に知らせることが、やはり今まで不

足していると思います。そういったことに取

り組むことによって、多くの住民の人たちの

理解と協力が得られると思いますので、取り

組み方について村長の考え方を伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 公園の周知のあり方

についてというご指摘でございます。６月23

日の森のようちえん勉強会や10月５日に開催

しましたトマム支所主催のワークショップの

中で、今までの経過や今後の進め方などを説

明させていただきましたけれども、議員のご

指摘のとおり、それ以外の方に対してのお知

らせが不足していると感じるところでござい

ます。この公園は住民参加により進められる

公園であることを強く自覚しまして、ワーク

ショップの様子を広報しむかっぷや村ホーム

ページを活用するなど幅広くお知らせをして

いきたいと考えております。 

本公園につきましては、ミナ・トマムを中

心、中核施設として見守りと遊びを行える公

園とする。また、運営・管理についても住民

が中心となって主体的に行い、必要に応じて

村が支援をするということで確認をしたとこ

ろでございますので、今後、情報公開を含め

て取扱いを進めてまいりたいと考えていると

ころでございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 次に、質問の２番

目に移りたいと思います。公共施設等の案内

板の設置をということです。これらについて
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は、この間も何回か議員の質問等もありまし

たけれども、村内の村の案内板については、

中央の占冠診療所や火葬場などで一部設置さ

れていますが、小さくて分かりづらく、また、

多くの公共施設の案内板がないのが実態であ

ります。 

多くの自治体では、特徴のある案内板をそ

れぞれの自治体が作成され、設置されている

ということです。占冠村としても、単に場所

の案内をしたものをかくだけではなくて、例

えば、しむかっぴーとかを案内板に付して、

住民の多くや、そこを通る人たちに目に着く

ような統一性のある看板を作成して設置すべ

きと思いますが、このへんについて村長の考

え方、取り組みを伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 公共施設の案内板の

設置についてのご質問かと思います。案内板

に関しましては、利用施設の場所が分からな

いなどの問い合わせがあるというのも現実で

ございます。案内板の設置に関しましては、

デザインはもとより、設置場所の選定も重要

となりますので、道路管理者など関係機関と

の調整をしながら利用者に分かりやすいデザ

イン、それから場所についても計画的に取り

進めてまいりたいと考えているところでござ

います。以上です。 

○議長（相川繁治君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） この案内板の関係

については、先ほども言いましたように、何

回かこの間、議会でも議論されているところ

です。うちの村ではという特色、特徴のある

案内板を考えるべきだと思います。公共施設

等を含めて、うちの場合は大変少ないわけで

すから、本気になって設置するということが

庁内の中でおきればすぐにできるし、案内板

についても地元の事業体に発注して、一緒に

なって考えて設置していくと、こういうこと

が必要だろうと思っています。 

考え方とか、発想を変えて、占冠ならでは

の案内板だなと誰もが思うようなものを、や

はり作って行くことが必要だろうと思ってい

ます。再度そのへんについて、村長の考え方

を伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 看板についてのさま

ざまなコンセプトはあろうかと思います。公

共施設の看板につきましては、村民の方は場

所等を理解しているので村外の方が利用する

施設で、かつ、入口が分かりにくい施設など

については重点的に対応するべきだろうと。

それから、村外の方に所在情報を伝えるため

には国道、それから道道から見やすいもので

ある必要があるために、道路管理者に対する

要望・協議が必要になってくると。 

中央地区の国道拡幅の時に、ふれあいの道

事業というのがございまして、無電柱化だと

か看板の設置をしない、きれいな道作りだと

いうコンセプトが当時ございました。そうい

った意味では、歩道が広く取られているもの

ですから、看板を設置しても道路から見づら

いとか、そういったいろいろな弊害があると

いうことで、道路管理者ともそういったこと

を配慮した統一したデザイン、それから看板

になるように検討しなければならないといっ

た調整が必要と思っております。 

前々から議論されていますとおり、やるな

らまとめてやらなければ駄目だろうと。そこ

には統一感がなければ効果もないということ

でございますので、議員のご指摘のように、

庁内で再度、方向性について検討させていた

だきたいと考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 次の問題に移りた
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いと思います。11月20日に開催されたＣＳ議

会、コミュニティ・スクール議会のことです。

これについては、村長はじめ副村長、教育長

も傍聴されておりましたので、話の中身につ

いては十分理解されていると思いますけれど

も、占冠中学校の生徒から多言語、つまり英

語とか、中国語・韓国語等で書かれた避難所

の案内の看板を外国人が立ち寄る施設等に設

置してほしいという提言がありました。 

このことが中学生から出たのは、一つには

東京都で起きましたように、避難所に行こう

として避難所に行きましたら拒否された人た

ちが出てきたと。それは中学生からすれば、

これはおかしいのではないのかということが

あったわけです。それと合わせて、村内には

外国人が多く滞在したり、または働いていた

りと、そういったことがあるわけです。こう

いった外国人の人たちの命を守るためにも多

言語で書かれた避難場所の案内板は必要だと

いうことで、中学生から強く言われておりま

す。もちろんそのとおりだと思います。そこ

で村長の考え方、取り組み方を含めて、どの

ように考えていくのか、取り組んでいくのか、

このへんについてまず伺いたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 外国人に対する避難

所の誘導についてでございます。近年、本村

を訪れる外国人観光客、それから労働者の

方々が増加傾向にある中において、外国人へ

の災害対応、それから安全確保につきまして

はさまざまな課題や留意すべき点が指摘され

ているところでございます。議員からご質問

の外国人への避難誘導につきましては、国土

交通省がガイドラインを定めておりまして、

当該ガイドラインでは、日本語と英語の併記

を基本ルールとしており、見た目の分かりや

すさを重視したピクトグラム、つまり、絵文

字とか絵言葉が有効であるとされております。 

多言語での避難所の場所を記載した案内板

につきましては、現時点では検討しておりま

せんが、本村に土地勘のない外国人観光客へ

の情報伝達につきましては、位置情報を把握

することが困難であること、それから観光客

への情報発信の拠点となる道の駅が避難所に

隣接していること、本村を訪れる外国人観光

客が利用する交通手段はレンタカーやバスが

多く、最も迅速かつ身近に情報を収集するこ

とができる手段はインターネットやスマート

フォンであると考えられることから、必要な

言語表記で災害情報や交通情報を得ることが

できるものと考えております。また、本村に

居住されている外国人の方々に対しましては、

本村のホームページ等を通じて英語やピクト

グラムを使用した避難所の周知を行ってまい

りたいと考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ３番、五十嵐正雄君。 

○３番（五十嵐正雄君） 国土交通省で出し

ているガイドラインでうちの村も取り組むと

いうことなのかどうか。それは絵文字とかい

ろいろな表記の仕方が違うと。 

中学生から出されているのは、特に東南ア

ジア系の人たちが多くうちの村では働いてい

る状況にあります。そういった人たちが立ち

寄れるような場所に案内板を設置するべきだ

という提言でありました。そういった意味か

らすると、それらに替わる形としてガイドラ

インに基づくものをうちの村としてはすぐ進

めていくというふうに理解したわけですけれ

ども、いずれにしても、ホームページとかい

ろいろなことも含めてやっていくということ

ですけれども、目に見てわかるようなものを

村内の中では外国人向けに設置していくとい

うことを考えていく必要があると思います。

そのへんについて再度考え方を伺います。 
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○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員のおっしゃると

おり、中学生からも提言のあったように、外

国人でも避難所の場所や自分の位置が分かる

ような表示をそれぞれの施設内なり、さまざ

まなところに表示をして、そういった方々が

情報を得られるようなツールを使いながらお

知らせをしていくということでご理解いただ

ければと思っております。以上です。 

○議長（相川繁治君） 次に５番、下川園子

君。 

○５番（下川園子君） 議長の許しをいただ

きましたので質問いたします。占冠‐トマム

間の移動手段の確保をということで、現在、

トマム‐占冠間を結ぶ公共機関は、村営バス、

それから村営バスの１便と金曜日、富良野便

に接続する予約制の車、その他、買い物車両、

これは毎週金曜日といった車があります。 

現在、富良野便に接続のためのバスは、ま

ず１便でとのことでしたので、利用したい日

は皆さん異なります。朝は６時15分発と早朝

ですし、利用できるのは金曜日です。そうい

った利用できる日が限られているため、利用

につながらないのが現状かと思います。やは

り、富良野便に行くためのバスは１便より２

便に接続するほうが利用者にとって現実的か

と考えますが、村長の考えを伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 下川議員のご質問に

お答えをいたします。占冠‐トマム間のバス

移動の関係でございます。議員のおっしゃる

とおり、村営バス１便と接続する予約制の車

両につきましては、地域の方から通院がした

いので接続の車両を運行してほしいとの要望

がありまして、平成31年４月から運行をして

おります。地域の声を反映させた利用日を調

整したものでありましたが、議員のご指摘の

とおり、利用日が合わなかったのか、これま

でに利用者がないという状況であり、残念に

思っているところでございます。 

この接続車両を運行してから、まだ１年を

経過していないため、これらの利用状況を考

慮し判断してまいりたいと考えておりますけ

れども、２便への接続のニーズが多いのであ

れば変更を検討してまいりたいと考えており

ます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） ２便の接続に関して

はニーズに合ったことかと思うんですけれど

も、それに併せて、二つ目の質問にも入るん

ですが、現在トマム内には駅もあり列車も使

える状況です。ただ、駅に行くための交通手

段というのは村営バスのみですが、時間も朝

１便、夕方１便のみです。トマム地区では短

期型の住民や車を持たない方が多いので、ト

マム地区から外に出るための交通手段にも困

っています。そのため、曜日や限定的な時間

に限らず村内の移動が可能になることが村内

の活性化につながるのではと考えています。 

これからの公共交通機関は、問題に対して

解決していくのではなくて、先を見通した交

通手段の整備が必要と感じます。先ほどの２

便に接続するというところでもそうなんです

が、やはりニーズに合った対応をしていくの

が必要かと思いますが、ニーズに合ったもの

だけに対応していくと、いくら車があっても、

いくら人がいても足りないかと思います。な

ので、事前調査を含めたものだったり、ＡＩ

などを利用するような、そういった抜本的な

改革といいますか、交通手段の変更というの

を考えたほうがよいのではと思っているので

すが、村長の考えを伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） トマム地区における
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交通手段の関係でございます。トマム地区に

おける短期型の住民の皆様につきましては、

季節的な変動も大きく、また、リゾート関連

企業の従業員でもあることから、これらの社

員を雇用する会社などとも交通の確保につい

て協議してまいりたいと考えております。 

先を見通した交通手段の整備が必要である

との議員のご指摘ではございますが、交通機

関の中でも特に公共と言われる交通機関の運

営・維持につきましては、人員の維持・確

保・車両の維持や車庫の確保、それから整備

体制の確保など莫大な費用を要するものであ

りまして、大幅な体制の変更については慎重

な検討が必要であると考えております。例え

ば、デマンドの運行で定期運行に比べて運転

手やオペレーターなど多くの人の確保などが

必要になるなどの問題もございます。 

従来より細かな要望につきましては、その

都度真摯に向き合い、対応に努めてまいりま

したが、ご指摘のように、今後も地域の特性、

それから実情、ニーズに対応できる交通の確

保に向けて、村としても検討は続けてまいり

たいと思います。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 短期型の住民の方は

確かにすぐ移動してしまったりとか、関係企

業の方と調整していただいた上で利用できる

車がもしかしたらできるかもしれないとは思

いますが、当然、住民の方も公共機関の足り

なさ、便の少なさだったり、駅に行きたくて

も行けない現状なので、やはりトマムの中だ

ったり、同じ占冠の中でも買い物にも行き来

できない、しづらいような状況が現在です。 

短期型の人に向けてもそうなんですが、住

民向けにもやはり占冠間で移動ができる、で

きないというのは大きな差につながると思い

ますし、現状、住民も住んでいるトマム地区

からトマム駅に行くまでは車が基本ありませ

ん。それに他の交通機関を使ってくださいと

いうか、使えなくはないと思うんですけれど

も、例えばむらびと交通を使いますという話

になっても、呼ぶのに時間が掛かりますし、

果たして本当にそれが効率的なのかというこ

とも住民側も考えるかと思います。トマム駅

に行きたいけど利用すらできない、歩いて行

くには１時間かかる、という状況はなんとか

回避したほうが良いと思いますが、そういっ

た検討はしていただけるのでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 上トマムエリアから

トマム駅までの朝のつなぎについては、バス

の運行時間を変更して汽車に乗れるような時

間帯で調整をさせていただいたり、なるべく

公共交通機関を使って行ける体制を整えたと

ころもございます。そういった意味では、汽

車の数が多いですから、その全てに合わせた

交通体系を作るのはなかなか難しいと考えて

おります。 

内部で検討させていただいたのは、トマム

支所で待機時間のある時間帯があるようです

から、その待機時間を有効にうまく使えない

かどうかという村営バスの運行について少し

検討を加えてみてはというようなこと。それ

からデマンド的な要素がトマムでも使えない

かとか、そういった議論はありますけれども、

実際にどれほどの要求と現実がマッチするの

か、これらも調査してみないと分からないだ

ろうと思いますので、そういったことを含め

て議員が言われるように検討することは村と

してもやっていきたいと思います。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） では検討していただ

くにあたり、住民からどれだけの要望がある

のだとか、年齢層だったり、自分の行きたい
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場所によっても使い方は変わると思うので、

まずはじめにニーズ調査というのをしていた

だきたいと思いますが、そういったものはし

ていただけるのでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 例えばフリーで、あ

なたはどういう車が必要ですかと仮にやった

として、すごい数になると思うんですよね。

村の限られたトマム便、あるいは地域交通、

あるいはデマンド交通、そういった中でどう

いったものが自分にとってより良いのかとい

うような調査はできると思います。ただ、ど

ういうのがほしいですかと言ったら無限にな

ると思うんです。無限に対応することは村と

してはなかなか難しいと思いますので、そう

いった調査についてはやれるかなと思ってい

ます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 二つ目の質問に移り

たいと思います。避難所情報通信設備整備の

進捗状況について伺いたいと思います。今年

度施策の中で、避難所内での無料Wi‐fiを整

備するものとしていますが、現在どこまで整

備できているのか。また、ネット社会になっ

てきている中で、公共機関でのFreeWi‐fiと

しても利用が可能になるのかを伺いたいと思

います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 避難所情報通信の整

備状況でございますけれども、今年度実施す

る避難所Wi‐fi整備工事につきましては、過

日に施工業者と契約を締結しております。併

せて、施工場所でありますが、コミュニティ

プラザで光回線敷設のための現地調査も終え

ております。本工事は３月までを工期として

おりまして、来年度の４月から使用すること

ができるように作業を進めております。 

本事業につきましては、国からの緊急防災

減災事業債を財源として実施している事業で

ありまして、指定避難場所で災害時に災害対

策の拠点となる公共施設において、避難者が

災害情報等を容易に入手することが可能とな

るようWi‐fiを整備するものであります。し

たがいまして平常時につきましては、セキュ

リティ対策上、メールアドレスやSNS等での

個人認証を経ることで使用することが可能に

なります。避難所を開設した場合は、個人認

証の手続きを要さないでWi‐fiに接続するこ

とが可能となるといった施設でございます。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） 今の説明ですと、災

害本部にあたる場合になるのかなと思ったん

ですけれども、これは避難所全体に設置され

るものではなくて、災害本部になりうるコミ

ュニティプラザのみに設置されるということ

でよろしいですか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 今回、実施するコミ

ュニティプラザにつきましては、道の駅に隣

接する指定避難所であります。災害時のみな

らず、交通障害で村外から観光客や通過車等

の受入れの可能性が高いと考えられることか

ら、優先的に実施をしたということでござい

まして、災害本部ではなくて災害時にはフリ

ーで使えますけれども、それ以外については

フリーじゃないですよと、そういうことです。

以上です。 

○議長（相川繁治君） ５番、下川園子君。 

○５番（下川園子君） では順次ということ

で、今後年数をかけて他の避難所になり得る

場所にもそういった災害Wi‐fiは付ける予定

になりますか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 今後におきましても、
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村内の指定避難所での事業実施については、

事業の採択要件と財源の確保を含めて検討し

てまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ここで午後１時まで

休憩いたします。 

休憩 午前12時00分 

再開 午後１時00分 

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き会

議を開きます。一般質問を行います。 

６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 議長のお許しを得ま

したので一般質問をさせていただきます。質

問１ですけれども、総合センター改修事業設

計委託業務の結果はということでお尋ねいた

します。６月定例会の補正予算の質問におい

て、設計委託業務の内容について確認したと

ころ、雨漏り防止工事及びトイレのバリアフ

リー化が可能か検討するための補正である旨

の答弁でした。この結果についてどのように

なったのか、まず最初にお伺いいたします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 小林議員のご質問に

お答えをしたいと思います。総合センターの

改修事業設計委託業務でございますけれども、

現在契約に向けた準備を行っているというの

が現状でありまして、補正予算計上後に防水

工事及び、トイレのバリアフリー化について

は事前の検討を行っておりました。その中で、

防水工事の概算費用が2000万を超え、また、

トイレのバリアフリー化については既存トイ

レでのバリアフリー化は、面積、それから構

造上の両面から、改修が難しいという状況で

ありました。新たに増設する場合には、施設

の１階部分への設置となると思われます。そ

ういったことから、今後の契約におきまして

は、詳細を再度検討し、年度内に方向性を出

してまいりたいということで、現在未契約と

なってございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） バリアフリー化の関

係については、構造上から今のトイレには無

理だという答弁ありました。これを踏まえて、

質問の２に移らせていただきます。 

役場庁舎の新築に向けた準備についてとい

うことでお伺いをしたいと思います。現在の

役場庁舎は、築約48年を経過しております。

この間、幾度か改修を経て、現在のような形

になっています。耐震強度の問題、天井から

の雨漏り、ボイラー本体及び暖房に係る配管

の劣化等、そして今、回答をいただきました

トイレのバリアフリー化も無理だということ

ですので、これらも含めて多くの課題がある

と感じております。 

役場庁舎、総合センターの部分について、

第五次総合計画の中には、この計画が終了す

る2028年度で総合センターは築57年を経過す

るという記載のみで具体的な記述はありませ

んでした。裏を返せば、少なくとも2028年ま

でには庁舎の新築は考えていないのではない

かと思わざるを得ません。 

毎年、限られた財源の中で村民の福祉向上

のための施策が最優先であり、庁舎建設によ

る住民サービスの低下は避けなければなりま

せん。第五次の総合計画の中でも謳われてい

ませんので、仮に役場庁舎が建替えになるの

も、いずれ建替えはしなきゃならないと思う

のは、どなたが考えても理解できるところだ

と思うんですけれども、これが10年後先にな

るのか、20年後先になるのかは分かりません

けれども、役場庁舎の建替え、新築となれば

多額の工事費が掛かってきます。ちなみに、

保育所の関係でも備品等も含めて４億くらい

掛かるということですから、何十億の単位で

掛かるんじゃないのかと思います。 



 24 / 53 

住民サービスの低下を避けるためにも、庁

舎建設基金条例を制定して、毎年計画的な積

立をしていってはどうかというような形で、

この基金条例を制定して計画的な積立につい

て村長はどのように考えているのかお伺いし

ます。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 庁舎の新築に関しま

しては、本年３月の定例会においても、公共

施設等維持管理基金をもって一定の準備期間

を置いて、準備金を整えた中で作業をしてい

くということで答弁をさせていただいたとこ

ろでございます。議員のご指摘のとおり、村

民の福祉向上のための施設を最優先として、

庁舎に関する多くの課題については、予算の

範囲内において小規模改修等で対応しながら

計画的な基金の積立を実施してまいりたいと

考えているところでございます。 

施設の耐震診断を以前実施しておりまして、

この耐震診断につきましては、すぐに崩壊す

ることはないだろうということでございます

けれども、耐震補強が必要だということで診

断を受けております。この耐震補強と合わせ

て、予算にも関係してきますけれども、計画

的な修繕工事をもって対応していきたいと考

えているところでございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 今、私の聞いた中で

聞き違いでなければ、公共施設の管理基金を

積んで耐震強度の補強、その他雨漏り等を対

応していくということで、今現在、いつ庁舎

を新しくするかが決まってない中で、実際に

そういう雨漏り等、耐震強度の関係、それは

建替える前に当然対応していかなきゃならな

いことだと思うんですけれども、それは重々

理解できます。ただ単純に、基金の積立の額

にしても、15年後か20年後かもっとその後に

なるのかもしれませんけれども、私は建替え

ることは何年後でも構わないことを前提にし

て質問しているんですけれども、仮に20年後

に建替えると、毎年、必要に応じて雨漏り等

の修繕等をして、どうしようもなく建替えを

しなきゃならんという時期はいずれの日かく

ると思うんですね。それはくどいようですけ

れども、15年後なのか20年後なのか30年後な

のか、私にも分かりません。 

ただ、基金の関係で言わせてもらえれば、

仮に毎年、500万を20年間積んでも、１億で

すよね。それが1000万で20年間なら２億円に

なるということです。総合センター役場庁舎

を建替えとなると、先ほど保育所の工事費の

関係でお話しましたけれども、何十億の工事

費になると。そういう部分からいくと、個人

住宅でいけば、頭金を作るような形が村でい

う基金の積立だと思うんですけれども、今の

村長の答弁の中で具体的に何年後に建替えを

するんだということは難しいでしょうから、

私はあえて何年後に建替えるということは、

お聞きしませんけれども、基金の積立の額等

を含めて、考え方についてもう少し詳しくお

尋ねしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 最初に答弁いたしま

した公共施設等維持管理基金は既に設置をさ

せていただいておりまして、設置時で5000万

円をもって設立をしております。この基金の

使途については、公共施設全般に使うことが

可能だということにはなっておりますけれど

も、目標としては総合センターの改修費を賄

うための基金ということを基本に考えたもの

でございます。耐震診断が出たときに、そう

いった基金をもって改修をしようということ

がスタートだったと記憶をしております。 

先ほど申し上げましたとおり、新築につい
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ては当面難しいという判断をしておりまして、

この耐震補強と併せてさまざまな改修を部分

的にやっていくということでございます。耐

震診断の中では、いっぺんに全部をやらなき

ゃならないとはなっていませんので、優先す

るところ、後でもいいところ、いろいろあり

ますが、そういった中で耐震補強に合わせて

そういった改修をしていきたいということで、

新築を前提には現在考えていないと。そうい

った補修工事をもって総合センターを維持・

管理していきたいということで考えていると

いうところでございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ６番、小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 今、公共施設維持管

理基金、この基金から耐震補強ですとか、そ

の他庁舎にかかる公共施設の修繕に充てると

いうことです。私が今回の質問で聞きたかっ

たのは、今、村長のほうからも新築のことに

ついては、断言できないということでしたけ

れども、再度確認させてもらいます。 

確かに今、庁舎の建替えがくどいようです

けれども、15年度なのか20年後なのか30年後

なのか、まだそうやって建替えに向けての検

討が醸成されていないような状況ですから、

それはやむを得ないと思うんですけれども、

先ほど説明いただきました、公共施設の維持

管理基金とは別に、今後、庁舎建設基金は考

えていかなきゃならないと思うんですけれど

も、今の村長の答弁の中では、今すぐ新築す

る時期が定まってないという中で、今のとこ

ろはまだ庁舎建設専用の基金は考えてないと

いうことでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 基金でございますけ

れども、議員のおっしゃるとおり、公共施設

等維持管理基金をもって総合センター維持・

補修・管理を行っていくという考え方でござ

いまして、専門の庁舎建替え基金的なものに

ついては考えていないということです。 

○議長（相川繁治君） 次に、７番、児玉眞

澄君。 

○７番（児玉眞澄君） それでは一般質問を

させていただきます。今年、６月の定例会に

おいて質問させていただきました事項何点か

について、お伺いをいたしたいと思います。 

まず第１点目でありますが、宿泊税の導入

についてであります。６月のご答弁では、先

進地の状況を見据え、まずは庁内で慎重に検

討するということでありました。先月11月９

日の新聞報道を見ますと、本村では宿泊税単

独ではなく、宿泊税を含めた法定外の目的税

ということで検討されているという報道がご

ざいましたけれども、どのように検討されて

いるのか。また、今後どのように取り組んで

いかれるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 児玉議員のご質問に

お答えをしたいと思います。宿泊税について

の考え方ということでございますけれども、

宿泊税につきましては、企画商工課と総務課

等が連携をいたしまして、先進事例を参考と

しながら、北海道と足並みを揃えて検討をし

てまいりたいと考えております。その一方で、

新たな税を課すことは、民間企業にとって新

たな負担を課すものであり、慎重な検討が必

要であると考えております。 

宿泊税は現在、東京都、大阪府、京都市、

金沢市、倶知安町が導入済みでありまして、

占冠村としては同じ道内の町村である倶知安

町の状況を参考とさせていただきたいと考え

ておりました。倶知安町はコンドミニアムが

多いという特性から、定率制を導入したのに

対し、北海道は定率制の導入は難しいとみて

いる旨の報道がなされています。定率制だと、
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税額計算が煩雑となるなどの理由から、宿泊

税の制度設計と導入にあたっては、特定目的

税としての使途の明確化、税の公平性の担保、

課税事業者の理解など、税制度等に関する専

門的な知識が必要でありますので、今後にお

きましても北海道と連携を取りながら検討を

進めてまいりたいと考えております。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 道とも調整をしなが

ら進めていかれるというお話でありますけれ

ども、制度設計を含む今後のスケジュールと

いうのは具体的に考えておられますか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） スケジュール感であ

りますけれども、北海道におきまして、本年

第３回定例道議会においては、税の具体的な

イメージを構築し、市町村に提示するなど丁

寧な調整を行うということで説明しておりま

した。12月２日に行われました、北海道の本

イメージに関する説明会に占冠からも担当者

が出席し、道と足並みを揃えて宿泊税導入を

検討したいということを申し上げてきたとこ

ろでございます。その際、具体的なスケジュ

ール感について北海道に正したところ、北海

道は観光振興税の具体的なイメージの説明に

おいては、具体的なスケジュールは未定であ

るという旨の説明がされておりますので、現

段階でのスケジュール感については決定をし

ていないということでございます。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） あくまで道と協調し

ながら進むというご答弁だと思うんですけれ

ども、使途の明確化、税の公平性の担保、あ

るいは二重課税に対する問題、あるいは事業

者の方々との調整、こういったことで課題は

山積しておりますけれども、倶知安町では今、

村長がおっしゃったように、既に先月から徴

収を開始しております。また、片やニセコ町

のように、使途の明確化がなかなか条例化で

きないということから日延べをしたというよ

うな報道もされておりますけれども、道に先

行して、先に実施をするという考えはありま

せんか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 北海道においては、

観光振興税定額で、現段階で200円と伺って

おりますけれども、仮に占冠村が200円で先

行しますと400円になります。北海道が集め

た税を、全道に配分をするということですか

ら、占冠村には来ないかもしれません。北海

道にご質問を申し上げたのは、占冠で集めた

税金を、占冠で使えるような制度設計ができ

ないのかということです。例えば200円を集

めて、占冠村100円、北海道100円という制度

設計ができないかと。他の自治体においても、

200円でいいですよと。ただ、他の自治体は

交付金ですから、いくら行くかは分かりませ

ん。 

いろいろなやり取りがある中で、実際に先

行してしまうと、そういった弊害がある意味、

事業者なり公平性という部分で出てくる可能

性があると私は思っておりまして、できれば

同時に導入をして、その配分をきちんと示す

ということが大事なんだろうと。その使い道

については明らかにして課税をするというこ

とが必要だと思っていますので、北海道より

先行する考え方は持っておりません。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 次の質問にまいりた

いと思います。次、道の駅についてでありま

すが、まず、道の駅の改修及び修繕につきま

しては、指定管理者と協議しながら適切に進

めていくということでありました。６月の定

例会でも申し上げました、男子和式トイレの
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洋式化という問題につきましては、質問から

既に６カ月が経過しておりまして、さらに指

定管理者であります観光協会にも確認をいた

しましたが、観光協会では３年前からこれに

ついては改修を要望していると。ただし、い

まだ改修に至っていないんだということであ

りますが、これはどういうことなのかお伺い

いたします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 議員のご指摘のトイ

レの問題でございますけれども、道の駅の男

子トイレの洋式化につきましては、新年度予

算で計上し、洋式化を実施したいと考えてお

ります。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 次に、花畑に現在な

っております民有地、これの買収についてで

ありますが、６月のご答弁では村長自ら積極

的に交渉にあたるというご答弁でありました

けれども、その後の交渉の状況について伺い

ます。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 現、花壇の用地買収

に関してのご質問にお答えをしたいと思いま

すけれども、６月議会の議員のご質問以降、

具体的な交渉の進展は進んでおりません。道

の駅の利便性の向上など地域振興の観点から、

取得が望ましい用地であるという認識には変

わりはございませんが、これからも議会のご

協力を得ながら慎重かつ適切に取り進めてま

いりたいと考えていますので、今後におきま

して、議員の皆様のご理解、ご協力をよろし

くお願いをしたいということでございます。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 交渉が難航している

ということではなくて、交渉されていないと

いうことかと思いますけれども、率直にお伺

いしますけれども、条件面で折り合いがつか

ないのか、それとも私はおおよそのことしか

知っておりませんけれども、過去のいきさつ

が尾を引いているのか。これはどっちでしょ

うか、伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 相手方の個人に関わ

る問題でございますので、その問題について

はご答弁を差し控えさせていただきます。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 一朝一夕で事を運ば

ないということでもありますけれども、これ

は交渉事でありますので、売買交渉はこれか

らも継続されるということですけれども、こ

れは賃貸借契約と伺っておりますけれども、

契約ですから当然更改される時期が来ると思

うんですね。何年になっているのか私は分か

りませんけれども。その際に使途の変更を求

めると。あの土地の使い道の変更を求めると

いうことも選択肢の一つではないかと考えて

おりますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 突然のご質問で契約

条項の詳細について手持ちがございませんけ

れども、基本的にはあの土地を年額何円でお

借りをするという契約になっていまして、使

途がうんぬんかんぬんというところまでは恐

らく記載をしていないと思っております。期

間についてはちょっと詳細が分かりません。

現状では。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） ６月の村長のご答弁

の中で、たしかこの質問をさせていただいた

と思うんですけれども、その時のご答弁では、

永久的な人工工作物は置けない契約になって

いるというふうに説明をいただいた記憶があ

ります。ですから、なんとか買収が難しけれ
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ば、契約の中身を変えることはできないかと

いうことなんですけれども、いかがでしょう

か。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 副村長が持っていま

したので内容を申し上げますと、相手方との

契約について、この土地については占冠道の

駅内花壇として賃貸をするということで謳っ

ておりまして、その面積と金額が謳われてお

ります。契約については１年ごと更新をする

ということになってございます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） １年契約ということ

で契約をされているわけですけれども、期間

が分かりませんけれども、いつからいつまで

なのか。今度、契約を更改する時点で、使途

を花壇ではなく多目的に使うという形にでき

ないのかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 花壇以外の利用につ

いて、相手方と話をしておりませんので、相

手方がどう考えるかについてちょっと分かり

ませんから、ここでは申し上げられません。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 次に、３点目になり

ます。道の駅の防災対策についてであります

けれども、これについては観光協会と連携し

て進めるということでありました。これから

の時期、暴風雪による高速、国道または道道

の通行止めも想定されるわけです。特に、夜

間における道路利用者への一時避難所として

の防災対策はどう考えておられるのか、お伺

いします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 道の駅の一時避難所

の機能の関係でございますけれども、道の駅

の一時避難所としての機能設置につきまして

は、６月定例会において北海道開発局と道の

駅の防災拠点化に関する協定の締結について

お話をさせていただきました。本協定を締結

するにあたっては、村の防災計画に道の駅を

避難所として明記する必要がありまして、現

在防災計画の見直し作業を行っている最中で

ございます。その中で改定を行いまして、協

定締結に向けた準備を行ってまいりたいと考

えております。 

また、災害時には、観光協会と連携をして、

村の防災器材、備品を提供しながら避難者の

支援を行ってまいりたいと考えております。

以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 道の駅に関しまして

もう１点お伺いしたいと思うんですけれども、

今年の３月でありますけれども、某有名旅行

雑誌が2019道の駅アワードと称してランキン

グを発表しております。おそらく観光協会か

ら村のほうへもいっていると思うんですけれ

ども、この中で道の駅自然体感しむかっぷは

道内の当時122の道の駅があったわけですけ

れども、この中で第16位にランクされており

ます。この評価が高いか、低いかは意見の分

かれるところですが、私は低いと思っていま

して、道の駅は本村の顔でもあり、また、ふ

らび観光の玄関口でもありますので、このよ

うなランキングが発表された場合は、常時ト

ップ10に入ってなければならないと考えてお

ります。そのためには、利用される方々のニ

ーズ、または需要に合わせたソフト面、ハー

ド面での柔軟な対応が今後必要になってくる

と思いますが、村長の考えを伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 道の駅の質に関わる

問題かと思いますけれども、今の占冠村の道

の駅はまちの顔として、議員のおっしゃると
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おり、役割を果たすようになってきておりま

す。道の駅に行けば、その地域の特産品やお

いしい食べ物、観光情報などが当然手に入る

ものと期待されるようになりました。 

そういった中、占冠の道の駅は、議員が言

われるとおり、新千歳空港と富良野、美瑛方

面を結ぶ玄関口になっておりまして、入込客

数にも恵まれた地理的条件にあります。この

ような状況を鑑みますと、今後においても占

冠村の顔として、道の駅の充実が継続してい

かなければならないと考えております。 

今後におきましても、インバウンドの増加

に対応できる観光情報の提供、あるいはキャ

ッシュレスの推進といったソフト面の充実を

指定管理者と協議しながら進めると共に、ハ

ード面での整備も計画的に進めてまいりたい

と考えております。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） それでは次の質問に

移ります。一般廃棄物処理基本計画について

お伺いをしたいと思います。本年の３月、令

和15年までということで基本計画が作成され

ました。これについてまず、最終処分場の整

備についてお伺いをいたします。 

平成34年となっておりますけれども、令和

４年には現処分場が満杯になるということか

ら、議会にも新設ではなく嵩上げを行うとい

う方向性が示されたと伺っております。この

６月に新聞報道がありまして、初めてそこで

５ｍの嵩上げを行って、約9000㎥の容量を確

保するという計画をしたわけです。確認をさ

せていただきましたが、ほぼ報道どおりの内

容であるということでありました。 

ここで私が危惧するのは、この9000㎥とい

う容量であります。今使っている処分場の当

初の埋め立て総容量は、平成５年からの供用

開始と聞いておりますけれども、約45000㎥、

正確には45,060でありますけれども、これが

約30年後の令和４年１月には飽和状態になる。

単純計算しますと１年間で約1500㎥、これが

埋め立て容積となっているわけですね。実際

に埋め立てられた容積ですからこれは正確な

数値と。ごみの量ということになるとかなり

不正確ですけれども、容積ですから実際に埋

められておりますので、正確な数値と考えて

いいかと思います。 

この容量でいきますと６年しかもたないと

いうことになるわけで、私は現在の9000㎥、

いささか小さいんではないかと思っておりま

して、この埋め立て容量で基本計画にある15

年、基本計画では15年ですけれども、供用開

始は恐らく令和４年くらいになるのかなと思

っておりまして、正味11、２年ではあります

けれども、その使用に耐え得るのか。また、

トマムリゾートで近い将来にキャパが増える

こともあると考えられます。これも踏まえた

余裕のある容積なのか、お伺いいたします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 一般廃棄物処理の関

係についてご質問がありました。ご質問のあ

った最終処分場でございますけれども、令和

３年度より予定している最終処分場の整備で

ございますけれども、この積算にあたっては

過去10年間の埋め立てごみ実績重量を元に推

計したものでありまして、埋め立て容量につ

きましては、今年度策定中の一般廃棄物最終

処分場延命化整備計画策定業務において算出

をしております。平成30年度のリゾートから

のごみ排出実績が、実は前年対比で40％ほど

増加となっていることから、延命化整備計画

策定後もこのごみ排出量を注視する必要があ

ると考えおります。 

なお、廃棄物処理法によりまして、建設す

る最終処分場の埋め立て期間は最大15年程度
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ということが定められておりますので、余裕

高をもった最終処分場を建設することは大変

法律上難しいということでございます。以上

です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 過去10年間のごみの

量で換算をされたと、これはプロが恐らく換

算されておりますので、我々のような素人が

とやかくいう筋合いのものではないのかもし

れませんけれども、ごみの量については、こ

の後の質問で考えておったんですけれども、

簡単に申し上げますと、ごみの量は甚だあて

にならないんですよね。 

村長もお分かりだと思いますけれども、例

えば一つ申し上げますと、平成29年度の埋め

立てごみ総量は1099トンですよね。平成30年

度が904トンで200トン違うんですよ。これは

中身が分かんないんですよ。何でこんなに減

っているのかって。これをパッカー車に換算

すると100台分ですよ。パッカー車が29年と

30年ではなんでそんなに100台も違うごみの

量なんだということになるわけですけれども、

甚だごみの量については、私はちょっとごみ

の量で判断することはできないんで、あえて

容量で判断したんですけれども、この1500㎥

の中に500トンのごみが埋まっているのか、

2000トンのごみが埋まっているのか、これは

分かんないんですよね。 

体積を質量に換算するのがそもそも私はで

きないと思っていますので、過去10年間の重

量を元にして、プロが策定をされたと。ただ、

実際、やったとしてですよ。これしかできな

いというのであればしょうがないんですけれ

ども、もし６、７年で埋まっちゃうよという

ことになった場合はどうしますか。そこを私

は心配するんですよ。どういう方法を考えら

れますか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 基本計画を策定する

上で、平成30年度４月にごみを積んだパッカ

ー車を複数回、南富良野町の処理施設で計量

をして、容量から重量への換算計数を算出し

た中で計算をされております。最後にご質問

の埋め立て地が、仮に10年で使えなくなった

ということになれば、これはやはり違う方法

を考えざるを得ないと。今答えを求められる

のはちょっと難しいんですが、減量化、それ

から中間処理、あるいは共同処理、いろいろ

あるかと思いますけれども、そういった中で

それらのごみ処理をやらざるを得ないという

のが現実としてありますので、そういった中

で検討してまいるということにさせていただ

きたいと思います。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 今、ごみの量がうん

ぬんということで、いろいろ出てまいりまし

たけれども、ここで量について伺いをさせて

いただきます。計量施設の整備についてであ

ります。基本計画書がありますけれども、こ

の中で計量施設、いわゆるトラックスケール

は不可欠とされています。なぜかというと、

収集される、あるいは収集されたごみの量が

甚だ不正確だと、正確に計測されていないか

らとなっております。 

今、村長がパッカー車を実際に計ったよと

いうことを申されましたけれども、この基本

計画の中でどのようにごみの量を計測してい

るかといいますと、パッカー車の台数の把握、

それとごみを目測して堆積換算計数といわれ

るもので、重量を想定しているんです。これ

は想定なんですよ、実績じゃないんですね。

この二通りを使って実際値として、この計画

の元になっているわけなんですが、そもそも

パッカー車、これは積載量に誤差がかなりあ
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ります。計画上では、この基本計画では１台

あたり２トンから2.1トンで計測するとなっ

ていますけれども、専門家の話を聞きますと、

そんなに２トンまでいくことはまずないと。

そこで既に100キロ、200キロの誤差が出るわ

けですね。 

また、先ほどもちょっと申し上げましたけ

れども、そもそも体積を質量に換算すること

自体、私はできないと思うんですね。ある一

つのごみを換算するんだったら良いんですけ

ど、いろいろなごみがありますから、埋め立

てごみと言いましても。これを一つにくるん

で、これは何トンというわけにはいかないん

じゃないかと。そこで、この基本計画の実施

にあたっては、誤ったままでの情報提供とな

らないようにしなければならないと考えてお

りまして、正確なごみの量を把握するために

も早期にトラックスケールの設置は必要と思

います。どう考えられていますか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） トラックスケールの

導入につきましては、ごみの搬入量を把握す

る上で必要な施設であると思っております。

設置については、令和３年度の埋め立て地の

嵩上げによる延命化に併せて整備をしたいと

思っております。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） 処分場の供用開始に

併せて整備をするというふうに受け取ってよ

ろしいわけですね。私は思うんですけれども、

この計画書の前には、ごみ減量化対策推進委

員会という委員会が２年ほど稼働していまし

て、その答申を受けてこの基本計画書が作成

されたと私は伺っております。この計画書で

も、提言書にもありますけれども、提言書の

内容がそっくりそのままこの計画書に引用さ

れているわけですけれども、トラックスケー

ルについては早急に対応すべき緊急の課題と

しているんですね。なんでこうやって書いて

いるかというと、今までの数値は決して正確

じゃないから、これから例えばごみの減量化

をするでも、住民の皆さん、あるいは事業者

の皆さんにご理解とご協力をいただかなけれ

ばならない。 

そのためにも、きちんと正確な数値で示す

べきだという内容だと思っておりまして、お

そらく来年、令和２年に設計を行って令和３

年頃に着工、工事を開始して供用開始に間に

合わせるということだと思うんですけれども、

早期に対応すべき緊急の課題ということです

から、私はこの処分場の開始と同時では遅い

んではないかと思うんですね。というのは、

最終処分場は動いているんですよ、今も。こ

の工事が始まっても処分場にはごみを捨てに

行くわけですね。パッカー車が行くわけです

よ。ですから、少なくとも半年前、１年前か

らごみの量を量る。年間のごみの量を出さな

きゃだめだと思っておりまして、できるので

あれば早めてはいかがかと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 最終処分場の整備計

画に併せて導入をしたいということで、資金

等の手当てを進めているところでございまし

て、早期の導入については議員のおっしゃる

とおり、必要性を感じながらも、そういった

導入資金の手当てがされていないということ

から、なかなか難しいんだろうと考えており

ます。以上です。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） それでは次の質問に

まいります。次に、一般ごみの有料化につい

て伺います。この基本計画策定にあたっての

骨子の一つとしては、廃棄物の抑制、つまり
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ごみの減量化を推進することであると思いま

す。そのためには、３Ｒ、いわゆるリデュー

ス・リユース・リサイクルの推進、そして分

別の徹底と共に、私はごみ減量化対策推進委

員会の提言にもあるように、一般ごみの有料

化は避けて通れない道であり、また、有効な

施策の一つとも考えております。本計画書に

おいても有料化は進めるとしておりますが、

実施にあたっての今後の取り組み方を伺いい

たします。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） ごみの有料化につい

ての質問かと思います。ごみの有料化につき

ましては、ごみの排出抑制や再生利用の推進

を行う上で、排出量に応じた負担の公平性を

行い、住民の意識改革を行うことであると考

えております。そのためにごみの分別に対す

る意識改革が必要であります。今年度、ごみ

の分別ハンドブックを作製中でございますけ

れども、ごみの分別、減量化の重要性を説明

し、理解を求めていきたいと考えております。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） ごみの有料化、具体

的な話はちょっとお伺いできなかったんです

けれども、私はまずリゾート系のごみ、それ

と家庭系のごみを分ける必要があると思うん

ですね。というのも、実績数値が多分そうい

う傾向だろうと思うんですけれども、平成28

年から家庭ごみよりも事業系のごみが上回っ

てきています。恐らく30年、31年には３分の

２がリゾート系のごみになっているんではな

いかと私は思っております。 

リゾートのごみ、リゾートは会社ですよね、

民間会社です。じゃあ道内のリゾート地にお

けるごみの取り扱いはどうなっているのだろ

うということで、専門家の先生方にもお伺い

をしたんですけれども、99.99％有料だよ。

むしろ無料なのは占冠だけだよと。確かに運

んでいるのは向こうが運んでいるかもしれま

せんけれども、無料で処理、埋め立てをして

いるのは占冠だけではないかということから、

まず、リゾート系のごみについては即座に有

料化する。それも家庭系よりも高く設定をし

て。当然、リゾートのごみというのは営業代

価ですから、営業料金を取って、その中には

ごみの料金は当然入っているわけですよ。そ

れを村が無料で埋め立てさせるというのはち

ょっとどうかと私は思っておりまして、まず

リゾート系のごみを有料化すると同時に、も

う一つは、粗大ごみというのがあります。 

粗大ごみ、これは一番埋め立ての面積をと

るわけですね。この粗大ごみについての有料

化も同時に検討していく必要があると思って

おります。そして、最後に家庭系のごみ、こ

れは拙速とならないように、きちんとした住

民説明を行った上で、それなりの金額で、他

市町村における金額並みで私はいいと思いま

すけれども、設定をしてやるというスケジュ

ールが一番望ましいんじゃないかと思います

けれども、村長はどう思いますか。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） ごみの有料化に関わ

る検討でございますけれども、リゾートごみ

につきましては、星野リゾート運営会社とも

ごみの減量化、あるいは資源化を含めて、定

期協議の中でなんとかそのごみを減らす方法

がないものかということで、協議をさせてい

ただいております。ただ、有料化についての

お話はさせてはいただいておりません。現状、

有料化について、私としては検討していない

というのが現実でございますので、議員のお

っしゃられた実態も含めて調査をさせていた

だいて、それが本当に妥当なのかどうか含め

て、検討をする要素だなと感じたところでご



 33 / 53 

ざいます。 

粗大ごみの有料化を含めて、粗大ごみにつ

いては、元は年２回だったんですけれども、

要望があって年３回にしたといった経過もあ

ったりして、実は増えているんじゃないのか

なという思いもありますけれども、いずれに

しましても減量化、資源化あるいは再利用を

含めて、ごみを減らす努力は、なんとか地域

全体の中に意識改革を行う中で対応していき

たいなと考えているところでございます。 

○議長（相川繁治君） ７番、児玉眞澄君。 

○７番（児玉眞澄君） それでは最後の質問

になります。中間処理について伺います。こ

の一般廃棄物基本計画書は、一応令和15年ま

での計画でありまして、これから嵩上げを予

定される最終処分場も恐らくその頃には満杯

になるのかなということが想定されるわけで

すが、私は１年でも２年でも延命策は必要だ

と。できれば15年が20年という具合に延命策

が必要ではないかと思っています。そのため

には、村長がおっしゃられたように、当然減

量化はしなきゃならない。 

もう一つは、減量化されたごみをさらに減

量化する方法。昔は稼働しておりました。平

成14年までは焼却場が本村にもありましたけ

れども、現在ありませんが、可燃ごみの焼却

や粗大ごみなんかの破砕ですね。これは破砕

機というのがあるようですけれども、これで

粉々にしてしまうというような中間処理の方

法も今後検討する必要があるんではないかと

思います。本村単独で持つというのは恐らく

まったく不可能だと思いますので、広域も含

めて村長の考えを伺います。 

○議長（相川繁治君） 村長。 

○村長（田中正治君） 最終処分場の限りあ

る資源の中での利用ということで、中間処理

でございますけれども、中間処理を行うこと

を考えた場合に、中間処理施設の建設は、議

員の言われるとおり、一定の規模以上となる

ことから占冠村単独による建設は困難であり

ます。そういった中で、現在、富良野生活圏

一般廃棄物広域分担処理で、それぞれのごみ

分担処理をさせていただいておりますけれど

も、その中に中間処理をできるように、広域

の中で協議を進めたいなと思っております。 

それからごみの破砕機の導入でございます

けれども、購入費、それからランニングコス

トを見たときに、独自で導入するのは大変難

しいなということがございまして、現在、そ

の粗大ごみ破砕処理の外部委託ですか。外部

委託について見積もりを取っている段階でご

ざいます。以上です。 

○議長（相川繁治君） これで一般質問を終

わります。ここで２時15分まで休憩したいと

思います。 

休憩 午後２時01分 

再開 午後２時15分 

○議長（相川繁治君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 

◎日程第４ 認定第１号 

○議長（相川繁治君） 日程第４、認定第１

号、平成30年度占冠村一般会計及び各特別会

計歳入歳出決算認定についての件を議題とし

ます。本件について、決算特別委員会の報告

を求めます。 

決算特別委員長、大谷元江君。 

○決算特別委員長（大谷元江君） 決算特別

委員会審査報告について。令和元年９月11日

開催の第４回占冠村議会定例会において付託

された、認定第１号、平成30年度占冠村一般

会計及び各特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件は、去る10月23日・25日、本委員会を

開催し、審査の結果、認定すべきものと決定
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いたしましたので、会議規則第76条の規定に

より報告いたします。以上です。ご審議お願

いいたします。 

○議長（相川繁治君） これから平成30年度

占冠村一般会計及び各特別会計歳入歳出決算

認定についての件を採決します。 

 この採決は起立によって行います。この採

決に対する委員長の報告は認定とするもので

す。委員長の報告のとおり、認定することに

賛成の方は起立願います。 

（全議員起立） 

○議長（相川繁治君） 起立多数です。した

がって平成30年度占冠村一般会計及び各特別

会計歳入歳出決算認定についての件は、認定

することに決定しました。 

 

◎日程第５ 議案第１号から日程第15 議案第

11号 

○議長（相川繁治君） 日程第５、議案第１

号、占冠村総合計画委員会設置条例を制定す

ることについての件から日程第15、議案第11

号、占冠村史編さん委員会設置条例等を廃止

する条例を制定することについてまでの件、

11件を一括議題とします。 

本件についての説明を求めます。議案第１

号、議案第２号及び議案第11号については企

画商工課長、三浦康幸君。 

○企画商工課長（三浦康幸君） 議案書の１

ページをお願いいたします。議案第１号、占

冠村総合計画委員会設置条例を制定すること

について。提案理由を申し上げます。地方公

務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

の施行に伴い、会計年度任用職員制度が導入

されることから特別職非常勤職員の任用の適

正確保を図るものでございます。 

 内容につきましては、占冠村総合計画委員

会を諮問機関とし、同委員会委員の身分を地

方公務員法第３条第３項第２号に規定する特

別職非常勤職員とするものでございます。施

行期日は、令和２年４月１日から施行する予

定でございます。 

 続きまして３ページをお願いいたします。

議案第２号、占冠村むらびと条例検討委員会

設置条例を制定することについて。提案理由

につきましては、議案第１号と同様でござい

ます。 

 内容といたしましては、占冠村むらびと条

例検討委員会を諮問機関とし、同委員会委員

の身分を地方公務員法第３条第３項第２号に

規定する特別職非常勤職員とするものでござ

います。施行期日は、令和２年４月１日から

とさせていただきたくご提案申し上げます。 

 続きまして議案書27ページをお願いいたし

ます。議案第11号、占冠村史編さん委員会設

置条例等を廃止する条例を制定することにつ

いて。提案理由を申し上げます。地方公務員

法及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴い、特別職非常勤職員の要件が厳格化

されたことから、特別職非常勤職員として任

用されていた委員等に係る条例を廃止する条

例を制定するものでございます。 

 内容といたしましては、（１）から（５）

までの条例を廃止するものでございます。施

行期日につきましては、令和２年４月１日の

施行を予定しております。以上、ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 議案第３号から議案

第10号については総務課長、多田淳史君。 

○総務課長（多田淳史君） 議案書５ページ

をお開きください。議案第３号、地方公務員

法及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備等に関する条例を制

定することについてご説明を申し上げます。

本条例は、地方公務員法及び地方自治法の一
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部を改正する法律が施行され、会計年度任用

職員制度が導入されることに伴いまして本村

の関係条例の改正が必要なことから、本条例

を制定するものでございます。 

 第１条は、占冠村人事行政の運営等の状況

の公表に関する条例の一部改正。第２条は、

職員の分限についての手続及び効果に関する

条例の一部改正。第３条は、職員の懲戒の手

続及び効果に関する条例の一部改正。第４条

は、占冠村職員の勤務時間及び休暇等に関す

る条例の一部改正。第５条は、占冠村職員の

育児休業等に関する条例の一部改正。第６条、

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部改正。第７条、占冠

村職員の給与に関する条例の一部改正。第８

条、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

改正。第９条、占冠村職員等の旅費に関する

条例の一部改正。第10条、学校職員の分限に

ついての手続及び効果に関する条例の一部改

正。第11条、学校職員の懲戒手続及び効果に

関する条例の一部改正。第12条は、占冠村交

通安全条例の一部改正。それぞれ、会計年度

任用職員に係る改正、文言等の改正でござい

ます。施行期日は、令和２年４月１日からと

してございます。 

 続きまして11ページをお願いいたします。

議案第４号、占冠村議会議員並に占冠村長選

挙における選挙公報の発行に関する条例の一

部を改正する条例を制定することについてご

説明を申し上げます。本条例は、公職選挙法

の一部改正により、選挙公報の掲載文を電子

データで提出することが可能となったことか

ら、引用する条項の改正と文言の修正を行う

ものでございます。施行期日は公布の日から

施行することとしております。 

続きまして議案書13ページをお願いいたし

ます。議案第５号、占冠村議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例を制定することについてご説明を申

し上げます。本件は、人事院勧告に準じまし

て第５条第２項に規定する期末手当を改正す

るものでございます。第１条におきまして、

令和元年度12月期分を現行100分の222.5から

100分の227.5に改めるものと、第２条におき

まして令和２年度分の６月期分を現行の100

分の222.5から100分の225.0に、12月期分を

100分の227.5から100分の225.0に改めようと

するものでございます。 

施行期日は、公布の日から施行し、令和元

年12月１日から適用、第２条に関しては令和

２年４月１日から施行することとしておりま

す。 

続きまして議案書15ページをお願いいたし

ます。議案第６号、特別職の職員で常勤のも

のの給与に関する条例の一部を改正する条例

を制定することについてご説明を申し上げま

す。本件におきましても人事院勧告に準じま

して、第４条第２項に規定する期末手当を改

正するもので、第１条におきまして令和元年

度12月期分を現行100分の222.5から100分の

227.5に改めるものと、第２条におきまして、

令和２年度の６月期分を現行100分の222.5か

ら100分の225.0に、12月期分を100分の227.5

から100分の225.0に改めようとするものでご

ざいます。 

施行期日は、公布の日から施行し、令和元

年12月１日から適用。第２条に関しましては、

令和２年４月１日から適用することとしてお

ります。 

続きまして議案書17ページをお願いいたし

ます。議案第７号、占冠村職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例を制定すること

についてご説明を申し上げます。本件につき

ましても人事院勧告に準じまして、一般職の
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給与及び勤勉手当について改正するものでご

ざいます。 

職員の給与につきましては、初任給を1500

円から2000円程度引き上げ、若年層について

平均0.1％の改正を行うものでございます。

第１条において、令和元年度の職員勤勉手当

について、12月期分を現行100分の92.5を100

分の97.5に改めるものと、不用となる除外規

定の削除、及び一般職の給与表の改正でござ

います。第２条におきましては、令和２年度

の６月期分を現行100分の92.5から100分の95

に、12月期分を100分の97.5から100分の95に

改正するものでございます。 

施行期日としまして、この条例は公布の日

から施行する。ただし、第２条の規定は令和

２年４月１日から施行し、第１条の規定によ

る改正後の給与条例の規定は平成31年４月１

日から、同条の規定による改正後の給与条例

の規定は令和元年12月１日から適用すること

としております。その他、給与の内払い、規

則への委任について規定をしてございます。 

続いて、議案書21ページをお願いいたしま

す。議案第８号、占冠村職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条例を制定すること

についてご説明を申し上げます。 

本件は、地方公務員法から成年被後見人等

に係る欠格条項から削除されたことから本条

例におきましても引用する条項を改正するも

のでございます。施行期日は公布の日から施

行することとしております。 

続いて議案書23ページをお願いいたします。

議案第９号、職員の分限についての手続及び

効果に関する条例の一部を改正する条例を制

定することについてご説明を申し上げます。 

本件に関しましても地方公務員法から成年

被後見人等に係る欠格条項が削除されたこと

から引用する条項を改正するものでございま

す。施行期日は公布の日から施行することと

しております。 

続きまして議案書25ページをお願いいたし

ます。議案第10号、災害弔慰金の支給等に関

する条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについてご説明を申し上げます。 

本件は、災害弔慰金の支給等に関する法律

及び災害弔慰金等に関する法律施行令の一部

改正に伴いまして所要の改正を行うもので、

災害援護資金の利率を無利子とするものと、

償還に関する規定に月賦償還を追加するもの

でございます。施行期日は公布の日から施行

することとしております。以上、ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説

明を終わります。 

 

◎日程第16 議案第12号から日程第20 議案第

16号 

○議長（相川繁治君） 日程第16、議案第12

号、令和元年度占冠村一般会計補正予算、第

３号の件から日程第20、議案第16号、令和元

年度占冠村介護保険特別会計補正予算、第２

号の件までの件、５件を一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。議案第12号に

ついては総務課長、多田淳史君。 

○総務課長（多田淳史君） それでは議案書

29ページをお願いいたします。議案第12号、

令和元年度占冠村一般会計補正予算、第３号

についてご説明を申し上げます。令和元年度

占冠村一般会計補正予算、第３号は、歳入歳

出それぞれ20万円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ29億8350万円とするものと、

地方債の変更１件でございます。 

以下、事項別明細により歳入からご説明を

申し上げます。35ページをお願いいたします。

16款、２項、財産売払収入において２目、物
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品売払収入は公用車売払い収入で55万円の増

額。 

36ページになります。18款、１項、繰入金

において１目、財政調整基金繰入金は財政調

整基金繰入金135万円の増額。 

37ページです。20款、５項、雑入において

１目、雑入は養護老人ホーム被措置者徴収金

で125万円の減額。旅費支弁金で５万円の増

額でございます。 

38ページをお願いいたします。21款、１項、

村債において、３目、衛生債は過疎対策事業

債、村立診療所医療機器購入事業で50万円の

減額でございます。 

次に歳出についてご説明を申し上げます。

39ページをお願いいたします。２款、１項、

総務管理費において１目、一般管理費は社会

保険料等18万円の減額、財務会計システム改

修委託業務55万円、職員住宅等補助金18万円

の増額。３目、会計管理費は手数料12万円の

増額。４目、財産管理費は役場倉庫屋根雪下

ろし委託業務18万４千円の増額。５目、総合

センター管理費は修繕料16万円の増額。10目、

旅客自動車運送事業費は修繕料90万円の増額、

トマム線車輌購入費60万円の減額。11目、諸

費は通信運搬費２万５千円の増額でございま

す。 

２款、２項、徴税費において２目、賦課徴

収費は常勤嘱託職員賃金120万２千円の減額

でございます。 

40ページをお願いいたします。２款、４項、

選挙費において７目、村議会議員選挙費はそ

の他報酬55万８千円など執行残額の整理を行

いまして合計245万４千円の減額。８目、知

事・道議選挙費においても執行残額の整理を

行いまして投開票管理者等報酬74万１千円の

減額などで合計212万５千円の減額でござい

ます。 

41ページをお願いいたします。３款、１項、

社会福祉費において１目、社会福祉総務費は

障害者自立支援給付費85万円、福祉灯油27万

円の増額、障害者医療費400万円の増額。２

目、老人福祉費は老人保護措置費100万円の

減額でございます。 

３款、２項、児童福祉費において１目、児

童福祉総務費は平成30年度子ども・子育て支

援体制整備総合推進事業費国庫補助金返還金

２万７千円、平成30年度子ども・子育て支援

交付金返還金12万円の増額。２目、保育所費

は嘱託保育士賃金200万円の減額、消耗品費

５万円、燃料費９万円、光熱水費７万５千円、

手数料12万９千円の増額でございます。 

42ページをお願いいたします。４款、１項、

保健衛生費において３目、環境衛生費は火葬

場等管理委託料12万円の増額。５目、後期高

齢者医療費は北海道後期高齢者医療広域連合

市町村負担金230万９千円の増額。６目、診

療所費はレセプトコンピュータシステム更新

43万６千円の減額でございます。 

43ページをお願いいたします。６款、２項、

林業費において１目、林業振興費は花木セン

ター撤去工事83万９千円の減額です。 

44ページをお願いいたします。８款、１項、

道路橋梁費において２目、道路新設改良費は

村道トマム南１線改良工事97万６千円の減額

です。 

８款、３項、住宅費において１目、住宅管

理費は修繕料428万３千円の増額、村営住宅

改修工事22万７千円、教員住宅給湯器取替工

事３万７千円、住宅用火災警報器交換工事33

万円、地域振興住宅加圧ポンプ更新工事18万

９千円の減額でございます。 

 45ページをお願いいたします。10款、１項、

教育総務費において２目、事務局費は学校行

事運転委託料３万８千円、ファクシミリ借上
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料２千円の増額。３目、義務教育振興費は臨

時雇上賃金200万円の減額、学習支援サービ

ス使用料・テレビ会議システム使用料２千円

の増額でございます。 

 10款、２項、小学校費において１目、学校

管理費は修繕料25万５千円、複合機借上料３

千円の増額でございます。 

 10款、３項、中学校費において１目、学校

管理費は複合機借上料６千円の増額でござい

ます。 

 46ページをお願いいたします。10款、４項、

社会教育費において１目、社会教育総務費は

普通旅費５万円の増額でございます。 

 47ページをお願いいたします。14款、１項、

職員費において１目、職員費は一般職給料42

万２千円の減額、特別職職員手当等10万円、

一般職職員手当等19万７千円、特別職共済組

合分２万１千円、一般職共済組合分４万１千

円、一般職退職手当組合分６万３千円の増額

でございます。 

 戻りまして30ページ及び31ページをお願い

いたします。補正後の歳入歳出予算の金額は

第１表、歳入歳出予算の補正のとおりでござ

います。 

続いて32ページをお願いいたします。地方

債の補正につきましては第２表のとおり、過

疎対策事業債について変更しようとするもの

でございます。以上、ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 議案第13号から議案

第14号については、住民課長、小尾雅彦君。 

○住民課長（小尾雅彦君） 議案書49ページ

をお願いいたします。議案第13号、令和元年

度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算、

第２号の提案理由の説明をいたします。今回、

歳入歳出それぞれ240万円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ１億5460万円にしよ

うとするものです。歳入歳出予算の補正の款

項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は第１表、歳入歳出

予算補正によります。 

 以下、事項別明細書にてご説明申し上げま

す。53ページから歳入でございます。４款、

１項、道補助金、１目、保険給付費等交付金

におきましては普通交付金で240万円の増額

です。 

 54ページ、歳出でございますが、２款、２

項、高額療養費、１目、一般被保険者高額療

養費におきまして237万円の増額。 

 ２款、５項、葬祭諸費、１目、葬祭費にお

きまして３万円の増額です。 

続きまして、55ページでございます。議案

第14号、令和元年度村立診療所特別会計補正

予算、第３号の提案理由のご説明をいたしま

す。今回、歳入歳出予算の変更はなく、歳出

のみの組替となります。歳出予算の総額の款

項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳出予算の金額は第１表、歳出予算補正

によります。 

 58ページでございます。歳出ですが、１款、

１項、施設管理費におきまして１目、一般管

理費では社会保険料・労働保険料で34万円の

減額です。２目、占冠診療所管理費におきま

して一般備品購入費17万円の増額。３目、ト

マム診療所管理費におきまして一般備品購入

費で17万円の増額内容です。以上、ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 議案第15号について

は、建設課長、小林昌弘君。 

○建設課長（小林昌弘君） 議案書59ページ

をお願いいたします。議案第15号、令和元年

度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算、第

３号についてご説明いたします。歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ80万円を追加し、
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歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億

1570万円とするものでございます。 

議案書63ページをお願いいたします。歳入

から事項別明細書によりご説明いたします。

１款、２項、１目、審査手数料12万９千円の

増額でございます。 

１款、２項、２目、登録手数料、指定業者

登録手数料１万７千円の増額でございます。 

議案書64ページです。５款、１項、１目、

雑入、消費税及び地方消費税還付金65万4千

円の増額でございます。 

議案書65ページです。歳出のご説明をいた

します。１款、１項、１目、一般管理費、３

節、職員手当等、一般職２万３千円。４節、

共済費、一般職共済組合分５千円。25節、積

立金、占冠村簡易水道施設整備基金積立77万

２千円の増額でございます。 

戻りまして議案書60ページ、61ページにな

ります。補正後の歳入歳出予算の金額は、第

１表、歳入歳出予算補正のとおりでございま

す。ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） 議案第16号について

は、福祉子育て支援課長、木村恭美君。 

○福祉子育て支援課長（木村恭美君） 議案

書67ページをお願いいたします。議案第16号、

令和元年度占冠村介護保険特別会計補正予算、

第２号についてご説明申し上げます。令和元

年度占冠村介護保険特別会計補正予算、第２

号は歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ10万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１億1310万円にするものでございます。 

 以下、事項別明細書においてご説明いたし

ます。71ページをお願いいたします。歳入に

ついてご説明いたします。１款、１項、介護

保険料において１目、第１号被保険者介護保

険料、現年度分で10万円の減額でございます。 

 続きまして歳出にまいります。72ページを

お願いいたします。１款、１項、総務管理費

において、１目、一般管理費は職員手当等、

一般職分で１万２千円の増額。共済費、一般

職共済組合分で１万２千円の減額。 

73ページでございます。２款、１項、介護

サービス等諸費において１目、居宅介護サー

ビス等給付費460万円の減額。同じく３目、

施設介護サービス等給付費で386万円の増額。 

２款、３項、１目、特定入所者介護サービ

ス等費で64万円の増額。 

74ページをお願いいたします。３款、１項、

地域支援事業費において３目、包括的支援事

業費、職員手当等、一般職分で１万２千円の

増額。共済費、一般職共済組合分で１万２千

円の減額でございます。 

 戻りまして68ページ、69ページをお願いい

たします。補正後の額につきましては第１表、

歳入歳出予算補正のとおりでございます。以

上、提案理由の説明を終わります。よろしく

ご審議のほどお願いいたします。 

○議長（相川繁治君） これで提案理由の説

明を終わります。 

 

◎散会宣言 

○議長（相川繁治君） 以上で本日の日程は

全部終了しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

本日はこれで散会します。 

散会 午後２時51分 
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

 

令和 ２ 年 １ 月 ７ 日  

 

占冠村議会議長   相 川 繁 治 

（署 名 議 員） 

占冠村議会議員   小 林   潤 

占冠村議会議員   児 玉 眞 澄 
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令和元年第５回占冠村議会定例会会議録（第２号） 

令和元年12月13日（金曜日） 

○議事日程 

  議長開会宣言（午前10時） 

日程第 １ 議案第 １号 占冠村総合計画委員会設置条例を制定することについて 

日程第 ２ 議案第 ２号 占冠村むらびと条例検討委員会設置条例を制定することにつ

いて 

日程第 ３ 議案第 ３号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備等に関する条例を制定することについて 

日程第 ４ 議案第 ４号 占冠村議会議員並に占冠村長選挙における選挙公報の発行に

関する条例の一部を改正する条例を制定することについて 

日程第 ５ 議案第 ５号 占冠村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例を制定することについて 

日程第 ６ 議案第 ６号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正

する条例を制定することについて 

日程第 ７ 議案第 ７号 占冠村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについて 

日程第 ８ 議案第 ８号 占冠村職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を制

定することについて 

日程第 ９ 議案第 ９号 職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部を改

正する条例を制定することについて 

日程第 10 議案第 10号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を制

定することについて 

日程第 11 議案第 11号 占冠村史編さん委員会設置条例等を廃止する条例を制定する

ことについて 

日程第 12 議案第 12号 令和元年度占冠村一般会計補正予算（第３号） 

日程第 13 議案第 13号 令和元年度占冠村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

日程第 14 議案第 14号 令和元年度村立診療所特別会計補正予算（第３号） 

日程第 15 議案第 15号 令和元年度占冠村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第 16 議案第 16号 令和元年度占冠村介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 17 同意案第１号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について 

日程第 18 選挙第 １号 占冠村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

日程第 19 意見書案第 11号 日米共同訓練の規模縮小とオスプレイ参加の中止を求める意

見書 

日程第 20  閉会中の継続調査・所管事務調査申出 
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○出席議員（７人） 

  議長  ８番 相 川 繁 治 君  副議長  １番 大 谷 元 江 君 

      ２番 藤 岡 幸 次 君       ３番 五十嵐 正 雄 君 

５番 下 川 園 子 君       ６番 小 林   潤 君 

７番 児 玉 眞 澄 君 

 

○欠席議員（０人） 

 

○出席説明員 

（長部局）     

占 冠 村 長 田 中 正 治  副 村 長 松 永 英 敬 

会 計 管 理 者 伊 藤 俊 幸  総 務 課 長 多 田 淳 史 

企 画 商 工 課 長 三 浦 康 幸  地 域 振 興 対 策 室 長 藤 田 尚 樹 

農 林 課 長 平 岡   卓  林 業 振 興 室 長 根 本   治 

建 設 課 長 小 林 昌 弘  住 民 課 長 小 尾 雅 彦 

福祉子育て支援課長 木 村 恭 美  ト マ ム 支 所 長 平 川 満 彦 

総 務 担 当 主 幹 阿 部 貴 裕  職 員 厚 生 担 当 主 幹 森 田 梅 代 

財 務 担 当 主 幹 鈴 木 智 宏  税 務 担 当 主 幹 佐久間   敦 

企 画 担 当 係 長 佐々木 智 猛  商 工 観 光 担 当 係 長 橘   佳 則 

農 業 担 当 係 長 杉 岡 裕 二  林 業 振 興 室 主 幹 髙 桑   浩 

建 築 担 当 主 幹 嵯 峨 典 子  環 境 衛 生 担 当 主 幹 後 藤 義 和 

戸 籍 担 当 係 長 竹 内 清 孝  国 保 医 療 担 当 主 幹 上 島 早 苗 

保 健 予 防 担 当 主 幹 岡 本 叔 子  村立占冠診療所主幹 小 瀬 敏 広 

社 会 福 祉 担 当 主 幹 野 原 大 樹  介 護 担 当 主 幹 細 川 明 美 

子 育 て 支 援 室 主 幹 石 坂 勝 美    

（教育委員会）     

教 育 長 藤 本   武  教 育 次 長 合 田   幸 

学校教育兼総務担当主幹 松 永 真 里  社 会 教 育 担 当 主 幹 蠣 崎 純 一 

（農業委員会）     

事 務 局 長 平 岡   卓    

（選挙管理委員会）     

書 記 長 多 田 淳 史    

（監査委員）     

監 査 委 員 木 村 英 記  監 査 委 員 児 玉 眞 澄 

事 務 局 長 岡 崎 至 可    
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○出席事務局職員 

事 務 局 長 岡 崎 至 可  主 事 久 保 璃 華 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 / 53 

開会 午前10時00分 

 

◎開議宣言 

○議長（相川繁治君） 皆さんおはようござ

います。ただいまの出席議員は７名です。定

足数に達しておりますので、これから本日の

会議を開きます。 

 

◎議事日程 

○議長（相川繁治君） 本日の議事日程は、

あらかじめ、お手元に配布したとおりです。 

 

◎日程第１ 議案第１号 

○議長（相川繁治君） 日程第１、議案第１

号、占冠村総合計画委員会設置条例を制定す

ることについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第１号、占冠村総合計画委員

会設置条例を制定することについての件を採

決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第１号は原案のとおり可決

しました。 

 

 

◎日程第２ 議案第２号 

○議長（相川繁治君） 日程第２、議案第２

号、占冠村むらびと条例検討委員会設置条例

を制定することについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第２号、占冠村むらびと条例

検討委員会設置条例を制定することについて

の件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第２号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第３ 議案第３号 

○議長（相川繁治君） 日程第３、議案第３

号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に

関する条例を制定することについての件を議

題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 
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これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第３号、地方公務員法及び地

方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備等に関する条例を制定するこ

とについての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第３号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第４ 議案第４号 

○議長（相川繁治君） 日程第４、議案第４

号、占冠村議会議員並に占冠村長選挙におけ

る選挙公報の発行に関する条例の一部を改正

する条例を制定することについての件を議題

とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第４号、占冠村議会議員並に

占冠村長選挙における選挙公報の発行に関す

る条例の一部を改正する条例を制定すること

についての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第４号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第５ 議案第５号 

○議長（相川繁治君） 日程第５、議案第５

号、占冠村議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第５号、占冠村議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについての件を

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第５号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第６ 議案第６号 

○議長（相川繁治君） 日程第６、議案第６
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号、特別職の職員で常勤のものの給与に関す

る条例の一部を改正する条例を制定すること

についての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第６号、特別職の職員で常勤

のものの給与に関する条例の一部を改正する

条例を制定することについての件を採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第６号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第７ 議案第７号 

○議長（相川繁治君） 日程第７、議案第７

号、占冠村職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例を制定することについての件を

議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第７号、占冠村職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例を制定する

ことについての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第７号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第８ 議案第８号 

○議長（相川繁治君） 日程第８、議案第８

号、占冠村職員等の旅費に関する条例の一部

を改正する条例を制定することについての件

を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第８号、占冠村職員等の旅費

に関する条例の一部を改正する条例を制定す

ることについての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 
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 したがって議案第８号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第９ 議案第９号 

○議長（相川繁治君） 日程第９、議案第９

号、職員の分限についての手続及び効果に関

する条例の一部を改正する条例を制定するこ

とについての件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第９号、職員の分限について

の手続及び効果に関する条例の一部を改正す

る条例を制定することについての件を採決し

ます。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第９号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第10 議案第10号 

○議長（相川繁治君） 日程第10、議案第10

号、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例を制定することについての件

を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第10号、災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例を制定す

ることについての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第10号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第11 議案第11号 

○議長（相川繁治君） 日程第11、議案第11

号、占冠村史編さん委員会設置条例等を廃止

する条例を制定することについての件を議題

とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第11号、占冠村史編さん委員

会設置条例等を廃止する条例を制定すること

についての件を採決します。 



 48 / 53 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第11号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第12 議案第12号 

○議長（相川繁治君） 日程第12、議案第12

号、令和元年度占冠村一般会計補正予算、第

３号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第12号、令和元年度占冠村一

般会計補正予算、第３号の件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第12号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第13 議案第13号 

○議長（相川繁治君） 日程第13、議案第13

号、令和元年度占冠村国民健康保険事業特別

会計補正予算、第２号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第13号、令和元年度占冠村国

民健康保険事業特別会計補正予算、第２号の

件を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第13号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第14 議案第14号 

○議長（相川繁治君） 日程第14、議案第14

号、令和元年度村立診療所特別会計補正予算、

第３号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第14号、令和元年度村立診療

所特別会計補正予算、第３号の件を採決しま

す。 
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 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第14号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第15 議案第15号 

○議長（相川繁治君） 日程第15、議案第15

号、令和元年度占冠村簡易水道事業特別会計

補正予算、第３号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第15号、令和元年度占冠村簡

易水道事業特別会計補正予算、第３号の件を

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第15号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第16 議案第16号 

○議長（相川繁治君） 日程第16、議案第16

号、令和元年度占冠村介護保険特別会計補正

予算、第２号の件を議題とします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論はありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 討論なしと認めます。

これをもって討論を終わります。 

 これから議案第16号、令和元年度占冠村介

護保険特別会計補正予算、第２号の件を採決

します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって議案第16号は原案のとおり可決

しました。 

 

◎日程第17 同意案第１号 

○議長（相川繁治君） 日程第17、同意案第

１号、固定資産評価審査委員会委員の選任に

つき同意を求めることについての件を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（田中正治君） 議案書の75ページを

お願いいたします。同意案第１号、固定資産

評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについて。下記の者を固定資産評価審

査委員会の委員に選任したいので、地方税法

第423条第３項の規定により議会の同意を求

める。令和元年12月12日提出、占冠村長田中

正治。記、住所につきましては、占冠村字中

央。氏名、赤石秀明。昭和21年８月９日生。 

 固定資産評価審査委員会委員であります赤
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石秀明氏が令和２年３月17日をもって任期満

了になります。引き続き同氏を委員として任

命いたしたく、地方税法第423条の第３項の

規定により議会の同意を求めるものでござい

ます。同氏は、平成21年10月に委員に選任さ

れて以来、旺盛な責任感と誠実を旨として職

務にあたられ、現在に至っており、適任と考

えております。なお、同氏の経歴につきまし

ては、別紙のとおりでございます。任期は、

令和２年３月18日から令和５年３月17日まで

でございます。以上、ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（相川繁治君） これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

討論を省略します。 

 お諮りします。 

 同意案第１号、固定資産評価審査委員会委

員の選任につき同意を求めることについての

件は、これに同意することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。 

 したがって同意案第１号、固定資産評価審

査委員会委員の選任につき同意を求めること

についての件は、これに同意することに決定

しました。 

 

◎日程第18 選挙第１号 

○議長（相川繁治君） 日程第18、選挙第１

号、占冠村選挙管理委員会委員及び補充員の

選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、地方自治法第118条第２項

の規定によって指名推薦にしたいと思います。

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、選挙の方法は指名推薦で行うこ

とに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名するこ

とにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、議長が指名することに決定しま

した。 

 選挙管理委員に、山崎正紀君、馬瀬戸笑子

君、長瀬弘侍君、菅原勇治郎君、以上の方を

指名します。 

 お諮りします。 

ただいま議長が指名した方を選挙管理委員

の当選人と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名した山崎正紀君、

馬瀬戸笑子君、長瀬弘侍君、菅原勇治郎君、

以上の方が選挙管理委員に当選されました。 

 次に、選挙管理委員補充員には、八木靖子

君、赤石菊子君、窪田敏雄君、細谷実佳君、

以上の方を指名します。 

 お諮りします。 

ただいま議長が指名した方を選挙管理委員

補充員と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名した八木靖子君、

赤石菊子君、窪田敏雄君、細谷実佳君、以上

の方が選挙管理委員補充員に当選されました。 

 次に、補充員の順番についてお諮りします。

補充員の順番は、ただいま議長が指名した順

序にしたいと思います。ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、補充員の順序は、ただいま議長

が指名した順序に決定しました。 

 

◎日程第19 意見書案第11号 

○議長（相川繁治君） 日程第19、意見書案

第11号、日米共同訓練の規模縮小とオスプレ

イ参加の中止を求める意見書の件を議題とし

ます。 

 提案理由を求めます。小林潤君。 

○６番（小林 潤君） 意見書案第11号、日

米共同訓練の規模縮小とオスプレイ参加の中

止を求める意見書。このことについて、別紙

のとおり意見書を提出します。令和元年12月

13日提出。提出者、占冠村議会議員、小林潤。

賛成者、同じく、大谷元江。賛成者、同じく、

下川園子。 

それでは意見書を読み上げて提案いたしま

す。日米共同訓練の規模縮小とオスプレイ参

加の中止を求める意見書。防衛相は４月、米

軍普天間飛行場の米海兵隊輸送機ＭＶ-22オ

スプレイの訓練移転を、2020年１月から３月

の期間に道内で行う日米共同訓練「ノーザン

ヴァイパー」で計画していることを明らかに

した。 

オスプレイは墜落事故を繰り返し、他の米

海兵隊運用機より重大事故率が高い輸送機で

あり、ひとたび墜落事故が起きれば道民の生

命と財産が犠牲となる。また、昼夜を問わず

低空飛行を繰り返すオスプレイの騒音は凄ま

じく、酪農業への影響や環境破壊など、平穏

な日常生活に多大な被害をもたらすことは必

至であり、そのようなオスプレイの訓練参加

は許しがたく、断じて認めることはできない。 

さらに、国境に接する北海道において、米海

兵隊と自衛隊の約３千人が参加し、オスプレ

イが広域的に飛行する大がかりな日米共同訓

練は、隣国ロシアを刺激しかねず、北方領土

問題の解決という私たちの悲願を大きく後退

させるものである。 

よって、国においては、国民の生命・財産

及び安心・安全な生活を守るため、日米共同

訓練の規模縮小とオスプレイの参加を中止す

ることを強く要請する。 

以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出する。令和元年12月13日、北海道勇

払郡占冠村議会議長、相川繁治。意見書提出

先、衆議院議長、以下、記載のとおりでござ

います。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（相川繁治君） これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。 

 討論を省略します。 

これから、意見書案第11号、日米共同訓練

の規模縮小とオスプレイ参加の中止を求める

意見書の件を採択します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 

◎日程第20 閉会中の継続調査・所管事務調

査申出 

○議長（相川繁治君） 日程第20、閉会中の

継続調査・所管事務調査申出の件を議題とし

ます。議会運営委員長及び総務産業常任委員

長から会議規則第74条の規定により、お手元
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に配布した申出書のとおり、閉会中の継続調

査・所管事務調査の申し出がありました。 

 お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継

続調査・所管事務調査とすることにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、委員長から申し出のとおり、閉

会中の継続調査・所管事務調査とすることに

決定しました。 

 

◎閉会宣言 

○議長（相川繁治君） 以上をもって本定例

会に付議された案件はすべて終了しました。 

 したがって、会議規則第７条の規定により、

本日で閉会したいと思います。ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（相川繁治君） 異議なしと認めます。

したがって、本定例会は本日で閉会すること

に決定しました。 

 これで、本日の会議を閉じます。令和元年

第５回占冠村議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前10時31分 
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地方自治法第 123条第２項の規定により署名する。           

         令和 ２ 年 １ 月 ７ 日  

占冠村議会議長   相 川 繁 治 

（署 名 議 員） 

占冠村議会議員   小 林   潤 

占冠村議会議員   児 玉 眞 澄 


